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・この「緊急時対応」は、内閣府が設置した福井エリア地域原子力防災協議会
において、関西電力（株）高浜発電所を対象とした原子力災害に関し、原子力
災害対策重点区域を含む地方自治体の地域防災計画及び国の緊急時におけ
る対応をとりまとめたもの。

０．はじめに



1．高浜地域の概要
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たか はま



高浜発電所の概要
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（１）所在地 福井県大飯郡高浜町

（２）概要

１号機：８２.６万ｋＷ・ＰＷＲ
２号機：８２.６万ｋＷ・ＰＷＲ
３号機：８７.０万ｋＷ・ＰＷＲ
４号機：８７.０万ｋＷ・ＰＷＲ

Ø 高浜発電所は、福井県大飯郡高浜町に設置している原子力発電所である。
Ø 高浜発電所は、昭和49年の11月から1号機による営業運転を開始。昭和50年に2号機、昭和60年に

3,4号機の運転を開始している。

関西電力㈱高浜発電所について

お お い ぐん たかはま ちょう

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#8/35.496456/135.763550）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#8/35.496456/135.763550）を
もとに内閣府（原子力防災）作成

京 都 府 滋 賀 県

福 井 県

高浜発電所

（３）着工／運転開始／経過年数（２０１５年１１月時点）

１号機：１９７０年 ４月／１９７４年１１月／４１年
２号機：１９７１年 ２月／１９７５年１１月／４０年
３号機：１９８０年１１月／１９８５年 １月／３０年
４号機：１９８０年１１月／１９８５年 ６月／３０年

お お い ぐん たか はま ちょう



＜概ね5～30km圏内＞
ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）：
Urgent Protective Action Planning Zone
⇒ 事故が拡大する可能性を踏まえ、避難や屋内退避

等を準備する区域

7市5町（高浜町、おおい町、小浜市、若狭町（福井県）、

舞鶴市 、綾部市、南丹市、京丹波町、福知山市、

宮津市、伊根町（京都府）、高島市（滋賀県））

住民数：170,682人

＜概ね5km圏内＞
（予防的防護措置を準備する区域）：

Precautionary Action Zone
⇒ 急速に進展する事故を想定し、事故が発生したら直ち

に避難等を実施する区域

1市1町（高浜町、舞鶴市）

住民数：高浜町8,165人、舞鶴市641人（大浦半島の

一部の住民を含む）

原子力災害対策重点区域の概要

Ø 福井県地域防災計画、京都府地域防災計画及び滋賀県地域防災計画では、原子力災害対策指針に示されてい
る「原子力災害対策重点区域」として、発電所より概ね5kmを目安とするPAZ圏内（滋賀県は該当しない）、発電所よ
り概ね5～30kmを目安とするUPZ圏内の対象地区名を明らかにしている。

Ø 高浜地域における原子力災害対策重点区域は、PAZ圏内は高浜町（福井県）、舞鶴市（京都府）、UPZ圏内は7市5
町にまたがる。

Ø 舞鶴市のUPZ圏内の大浦半島の一部の住民568人については、避難経路がPAZ境界周辺を通ることから、PAZ圏に

準じた避難を行うこととしている。（「ＰＡＺ圏拡大図（※）」参照）
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たかはま まいづる したかはまちょう

たかはまちょう おばま し わかさちょう

まいづる し あや べ し なん たん し

たかしま し

きょうたんばちょう ふく ち やま し

みや づ し ちょうい ね

たかはまちょう まいづる し

まいづる し

たかはまちょう まいづる し

ちょう

ＰＡＺ

ＵＰＺ

5km 30km

宮津市

与謝野町

福知山市

舞鶴市

綾部市

小浜市

高浜町

京丹波町 南丹市

高島市

おおい町

伊根町

若狭町
宮津市

ＰＡＺ圏拡大図（※）

おおうら

おおうら

10km

5km

ＵＰＺ圏

ＰＡＺ圏に準じた
避難を行う地域

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）をもとに内閣府（原子力防災）作成

ＰＡＺ圏



原子力災害対策重点区域周辺の人口分布（一般住民）

Ø PAZ圏内人口は8,806人(PAZ圏に準じた避難を行う地域を含む)、UPZ圏内人口は170,682人、原子
力災害対策重点区域内の人口は合計で179,488人。

Ø 滋賀県においては、高島市の一部がＵＰＺ圏に含まれているが、山間部のため、対象エリアに居
住する住民はいない。
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関係市町名
ＰＡＺ圏内 ＵＰＺ圏内

合 計（概ね５km圏内）
(PAZ圏に準じた避難を行う地域を含む)

（概ね５～３０km圏内）

福井県

高浜町 8,165 人 3,109世帯 2,778 人 1,067世帯 10,943 人 4,176世帯

おおい町 8,677 人 3,216世帯 8,677 人 3,216世帯

小浜市 30,763 人 11,832世帯 30,763 人 11,832世帯

若狭町 4,020 人 1,244世帯 4,020 人 1,244世帯

小計 8,165 人 3,109世帯 46,238 人 17,359世帯 54,403 人 20,468世帯

京都府

舞鶴市 641 人 231世帯 86,326 人 40,039世帯 86,967 人 40,270世帯

綾部市 9,041 人 4,284世帯 9,041 人 4,284世帯

南丹市 4,024 人 1,767世帯 4,024 人 1,767世帯

京丹波町 3,334 人 1,371世帯 3,334 人 1,371世帯

福知山市 525 人 219世帯 525 人 219世帯

宮津市 19,654 人 8,719世帯 19,654 人 8,719世帯

伊根町 1,540 人 612世帯 1,540 人 612世帯

小計 641 人 231世帯 124,444 人 57,011世帯 125,085 人 57,242世帯

滋賀県 高島市（※） 0 人 0世帯

合 計 8,806 人 3,340世帯 170,682 人 74,370世帯 179,488 人 77,710世帯

平成２６年４月１日時点※ 高島市の一部地域は原子力災害対策重点区域となっているが、対象地域に住民は居住していない

たか しま し

たかはま ちょう

ちょう

お ばま し

わかさ ちょう

まい づる し

あや べ し

なん たん し

きょうたん ば ちょう

ふく ち やま し

みや づ し

い ね ちょう

たか しま し

たかしま し



昼間流入出人口（就労者等）の状況

Ø 平成22年度国勢調査によれば、高浜町及び舞鶴市全体での他市町村からの昼間流入人口は、
約6,000名／日。

Ø また、平成24年度経済ｾﾝｻｽ調査ﾃﾞｰﾀによると､関西電力関連企業を中心に483事業所、約4,300
人がPAZ圏内にて就労。

Ø 就労者の多くは、自家用車又は民間企業が所有するバスを通勤手段としている。
Ø 昼間、夜間を比較しても人口に大きな差がない。
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さつ ま せんだい し

他市町村からの流入人口（人） 他市町村への流出人口（人） 差引増△減（人）

高浜町 １，９８８ ２，２５４ △２６６

舞鶴市 ４，１５６ ４，８８１ △７２５

たかはま ちょう

まいづる し

市町名 PAZ圏内対象地区 事業所数 従業員数（人）

高浜町

青 郷 １１１ ９２９

内 浦 ５４ １，４６１

高 浜※1 ２７６ １，７１３

合 計 ４４１ ４，１０３

市町名 PAZ圏内対象地区※３ 事業所数
※４

従業員数（人）

舞鶴市※２

松 尾 １ ９

田 井 ６ ７０

成 生 １ ２０

野 原 ３４ １０５

合 計 ４２ ２０４

まいづる し

たかはま ちょう

たか はま

うち うら

まつ お

た い

せい きょう

の はら

なり う

※1 高浜地区に所在する事業所のうちPAZ圏内の事業所分のみ計上

※2 舞鶴市の杉山地区・大山地区には事業所なし

※3 PAZ圏に準じた避難を行う地域も含む

たか はま ちょう まい づる

たかはま

まいづる し すぎやま おおやま

※４ 事業所は殆ど、民宿や地元の水産会社のため、従業員は殆ど
地元住民

＜昼間流入・流出人口＞

＜ＰＡＺ圏内の就労者数＞



2．緊急事態対応体制
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原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置（緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ：EAL （※1））

Ø 緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出開始前から、必要に応じた防護措置を講
じることとしている。

Ø 具体的には、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を3つに区分。
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（※4） 事態の規模、時間的な推移に応じてUPZ圏内においても段階的に予防的防護措置を実施する場合あり。

PAZ圏内
(~5km)

UPZ圏内

(5～30km)
（※4）

施設敷地緊急事態
EAL（SE）

例）全交流電源喪失

警戒事態
EAL（AL）

例）大地震（立地道府県
で震度6弱以上）

全面緊急事態

EAL（GE）
例）冷却機能喪失

施設敷地緊急事態要避難者
の避難・屋内退避の準備開始

施設敷地緊急事態要避難者
の避難開始・屋内退避

住民の避難準備開始

安定ﾖｳ素剤の服用準備

住民の避難開始

安定ﾖｳ素剤の服用

屋内退避の準備 屋内退避

（※3） 避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない避難行動要支援者等、安定

ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早期
の避難等の防護措置の実施が必要な者

（※1） EAL（Emergency Action Level)：緊急時活動レベル
避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、原子力施設の状況に応じて対策するように、事前に定めた判断基準

（※3） （※3）

UPZ圏外

(30km～)
（※5）

（※5） UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に至った時点

で、必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。

（※2）
（※2） （※2）

（※2） （AL）＝Alert （SE）＝Site area Emergency （GE）＝General Emergency



原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置（運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ：OIL （※））

Ø 放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影響をできる
限り低減する観点から、数時間から1日内を目途に住民等について避難等の緊急防護措置を講じる。

Ø また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回避する
観点から、1週間程度内に一時移転等の早期防護措置を講じる。
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UPZ圏内
(5～30km)

緊急防護措置
500μ㏜/h超過

早期防護措置
20μ㏜/h超過

飲食物摂取制限
［飲食物に係るスクリーニング基準］

0.5μ㏜/h超過

数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定

1日内を目途に区域を特定

対象地域の住民を、1週間程度内
に一時移転

数時間内を目途に区域を特定

1週間程度内を目途に飲食物中の

放射性核種濃度の測定と分析を
実施

対象地域の生産物の摂取を制限避難（移動が困難な者の一時屋内
退避を含む）の実施

基準を超えるものにつき摂取制限
を迅速に実施

避難等される住民等を対象に避難退域時検査を
実施して、基準を超える際は簡易除染【OIL4】

（※）OIL( Operational Intervention Level)：運用上の介入レベル
放射線モニタリングなどの計測された値により、避難や一時移転等の防護措置を実施するための判断基準

【OIL1】 【OIL2】 【OIL6】

UPZ圏外
30km～

UPZ圏内と同じ



福井県及び関係市町の対応体制
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PAZ

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

UPZ

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

福井県原子力災害警戒本部

関西広域連合
（情報収集体制）

滋賀県災害警戒本部

京都府原子力災害警戒本部

福井県原子力災害警戒本部

たかはまちょう

高浜町事故対策本部

おおい町原子力災害警戒本部
ちょう

小浜市原子力災害警戒本部
おばま し

わかさ ちょう

若狭町原子力災害警戒本部

Ø 警戒事態で、福井県及び関係市町は、災害警戒本部等を設置。その後、事故の状況等に応じて災
害対策本部を設置。

Ø 災害警戒本部等では、要員参集、情報収集・連絡体制の構築、住民等に対する情報提供をはじめ、
PAZにおける施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始。

Ø 警戒事態に至らないような事故などが発生した場合においても、県は地域住民の安全を守る立場か
ら、迅速に対応。
（例） 美浜発電所３号機２次系配管破損事故（H16.8.9）… 県庁に美浜原子力発電所事故対策本部を設置、職員による立入調査を実施

代替オフサイトセンター
（福井県生活学習館）

代替オフサイトセンター
（福井県敦賀原子力防災センター）

代替オフサイトセンター
（福井県美浜原子力防災センター）



京都府及び関係市町の対応体制

Ø 警戒事態で、京都府及び関係市町は、災害警戒本部等を設置。その後、事故の状況等に応じて災
害対策本部を設置。

Ø 災害警戒本部等では、要員参集、情報収集・連絡体制の構築、住民等に対する情報提供をはじめ、
PAZにおける施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始。
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伊根町災害警戒本部
い ね ちょう

ふく ち やま し

福知山市事故対策本部

舞鶴市災害警戒本部
まい づる し

なん たん し

南丹市事故対策本部

PAZ

UPZ

きょう たんば ちょう

京丹波町災害対策本部

福井県原子力災害警戒本部

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

京都府原子力災害警戒本部

あや べ し

綾部市原子力災害警戒本部

宮津市事故対策本部
みや づ し

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

関西広域連合
（情報収集体制）

京都府原子力災害警戒本部

滋賀県災害警戒本部



滋賀県及び高島市の対応体制
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たか しま し

PAZ

UPZ

滋賀県災害警戒本部

高島市災害警戒本部
たか しま し

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

福井県原子力災害警戒本部

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

滋賀県災害警戒本部

京都府原子力災害警戒本部

関西広域連合
（情報収集体制）

たかしまし

Ø 警戒事態で、滋賀県及び高島市は、災害警戒本部を設置。その後、事故の状況等に応じて災害対策
本部を設置。

Ø 災害警戒本部では、要員参集、情報収集・連絡体制の構築、住民等に対する情報提供を開始。



国の対応体制
Ø 高浜町において震度５弱以上の地震の発生を認知した場合（警戒事態の前段階から）、原子力規制庁及び内閣府(原子力防災担当)

の 職員が参集し、現地ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（OFC）及び原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ（ERC）に原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同
警戒本部を立ち上げ、情報収集活動を開始。

Ø 警戒事態となった場合、現地への要員搬送や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの準備を開始。

Ø 施設敷地緊急事態となった場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部の設置及び関係省庁事故対策連絡会議を開
催し対応。また、内閣府副大臣及び国の職員を現地ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等へ派遣。

Ø 全面緊急事態となった場合、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置するとともに、府県・市町村等のﾒﾝﾊﾞｰからな
る合同対策協議会を開催し、相互協力のための調整を行いつつ対応。
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原子力事業者

合同対策協議会

住民

関係市町

防護措置の指示
住民広報
避難誘導 等

関係府県
現地本部

緊急時モニタリングセンター

関係市町
連絡員

・異常事態の通報義務
・要員派遣 緊急事態応急対策活動

原子力災害現地対策本部
本部長：内閣府副大臣

関係省庁要員が緊急時に参集

原子力災害対策本部
本部長：内閣総理大臣

合同対策協議会により、必要な情報共有と応急対策を実施

関係府県
災害対策本部

被災者の
救援等の支援

要請

・住民広報や避難計画に基づ
き避難・屋内退避等を実施

○実動組織（自衛隊、警察、消防、海上保安庁）
○指定公共機関（日本原子力研究開発機構、放射線医学総合研究所等）

高浜オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）



福井県庁

高浜ｵﾌｻｲﾄ

ｾﾝﾀｰ近傍の
ヘリポート

京都府庁

滋賀県庁

①環境省～入間基地
輸送車両の先導
（警察）約１時間

②入間基地～小松基地
輸送機（自衛隊）約１時間

いるま

③小松基地～高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
近傍のヘリポート
ヘリ（自衛隊）約30分間

国の職員・資機材等の緊急搬送

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの派遣（自衛隊、警察による輸送支援の一例）
環境省～入間基地～小松基地～高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ

※平成１４年度原子力総合防災訓練の想定を参考

Ø 施設敷地緊急事態発生の通報後、あらかじめ定められた100名程度の国の職員をｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ及び
各府県庁に派遣。併せて必要な資機材の緊急搬送を実施。

Ø その後、状況に応じて追加要員及び資機材の緊急搬送を実施。
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いるま

緊急輸送関係省庁
（警察庁、消防庁、国土交通省、

海上保安庁、防衛省）

必要に応じ輸送支援を依頼

輸送支援

事故対策本部 国の職員
必要な資機材

オフサイト
センター等

＜具体的な移動及び輸送支援のスキーム＞



ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの放射線防護対策・電源対策
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Ø 放射線防護対策
・オフサイトセンターの放射性物質汚染防護対策は完了。

換気設備・ﾌｨﾙﾀ設置、窓枠の二重化等の気密性向上、除染用仮設テント等は、平成26年3月末に完了。
Ø 電源対策

・非常用発電機、燃料ﾀﾝｸの増設及び電源車用電源受け口の設置により継続して電源を確保。
（非常用発電機、燃料ﾀﾝｸ増設工事は平成26年3月末に完了し、3日間分の電源を確保。
また、福井県は、福井県石油業協同組合と協定を締結しており、オフサイトセンターなど災害対策上重要な公的

施設等に優先給油される仕組みを構築し、3日以降の給油確保方策も確立。）

高浜発電所の代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

○福井県生活学習館
（発電所から約87km）*1

○福井県敦賀原子力防災センター*2
（発電所から約49km）*1

○福井県美浜原子力防災センター*2
（発電所から約45km）*1

*1  距離は、いずれも「直線距離」となる

*2 いずれも、高浜原子力防災センターと
同等 の放射線防護対策及び電源対策
の整備を完了

仮にｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰが機能不全に陥った
場合でも、代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに移動し、
対応可能。

高浜発電所

オフサイトセンター

（福井県高浜原子力防災センター）
（発電所からの距離約7km）

福井県大飯原子力防災センター
（発電所から約10㎞）

あわら市

坂井市

勝山市
永平寺町

福井市

大野市
鯖江市

池田町

越前町

越前市

南越前町

敦賀市

美浜町

若狭町

小浜市

おおい町

高浜町

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.808904/136.148071）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.808904/136.148071）をもとに内閣府（原子力防災）作成



Ø 一般回線が通信不全の時には、原子力災害対策用に整備されているTV会議回線を含む専用通信
回線を使用し、更に専用通信回線が不全の場合は、衛星回線を使って、連絡体制を確保。

Ø その他、中央防災無線、衛星携帯電話等を使用し、連絡体制を確保。

連絡体制の確保

原子力災害対策本部等の

国の機関

防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ防災行政無線

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星回線

防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

中央防災無線

J-Alert

移動局

（公用車等） 消防機関 自衛隊部隊
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）

関係府県・関係市町

衛星携帯電話



住民への情報伝達体制

Ø 防護措置（避難、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力災害対策
本部から、関係府県及び関係市町に、その内容をＴＶ会議等を活用し迅速に情報提供。

Ø 関係市町は、防災行政無線、広報車等を活用し、住民へ情報を伝達。

原子力災害対策本部
（首相官邸）
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＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段＞

防災行政無線
（屋外拡声子局）

防災行政無線
（戸別受信機）

防災行政無線
（市町からの発信）

広報車

ＴＶ会議等を活用し迅速に
情報伝達

情報伝達

住 民

関係府県、関係市町



国の広報体制

Ø 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に関する中央での記者会見は官邸（内閣官房長
官が会見を行い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明）において実施。

Ø 現地での記者会見についてはｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて実施。

Ø 必要に応じ、在日外国大使館等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて、本国政府や現地ﾒ
ﾃﾞｨｱへ情報提供。

【主な広報事項】

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③原子力発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域又は屋内退避区域

一元的に情報発信を行うことができる体制
を構築するとともに、発信した情報を共有
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【情報発信のｲﾒｰｼﾞ】

原
子
力
災
害

現
地
対
策
本
部

（

）

県
災
害
対
策
本
部

関
係
市
町

災
害
対
策
本
部

報
道
機
関

住

民

広報車
防災行政無線

等

テレビ
ラジオ
新聞

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

原
子
力
災
害
対
策
本
部

（
首
相
官
邸
・
原
子
力
規
制
庁
）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー



国、関係府県、関係市町による住民相談窓口の設置

Ø 国は、一般からの問合せに対するｺｰﾙｾﾝﾀｰを設置（原子力規制庁）。

Ø 関係府県及び関係市町は、住民からの問合せに対応する相談窓口を設置するとともに、被災者に
対する健康相談窓口等を設置。

Ø ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰでは、福井県、京都府、滋賀県及び関係市町の問合せ対応を支援。

住民等のﾆｰｽﾞを見極め、柔軟に対応
①事故の発生日時及び概要
②事故の状況と今後の予測
③原子力発電所における対応状況
④行政機関の対応状況
⑤住民等がとるべき行動
⑥避難対象区域又は屋内退避区域
⑦被災企業等への援助・助成措置
⑧被災者からの損害賠償請求（関西電力）

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（原子力規制庁）

問合せ対応支援
（ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ）
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相談窓口
（京都府庁）

相談窓口
（滋賀県庁）

相談窓口
（福井県庁）

健康相談窓口
（避難所、保健所）

住民相談窓口
（各市町）

相談窓口
（関西電力）

相談窓口
（日本原子力
研究開発機構）

相談窓口
（放射線医学
総合研究所）



3．PAZ圏内の施設敷地緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞
1. PAZ圏内小・中学校、保育所の児童等について、移動手段を確保し、避難を開始すること。
2. PAZ圏内の病院における入院患者及びPAZ圏内の社会福祉施設の入所者を、あらかじめ定められ

た避難先又は近傍の屋内退避施設へ移送すること。

3. 在宅の避難行動要支援者を、あらかじめ定められた避難先又は近傍の屋内退避施設へ移送する
こと。

4. 全面緊急事態に備えて、PAZ圏内の住民に避難準備を呼びかけると共に、一時集合場所・避難先
の開設、移動手段の確保等の準備を開始すること。

※ 本章では、舞鶴市の「PAZ圏に準じた避難を行う地域」も含めた対応を記載している。
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Ø 福井県は、警戒事態が発生した段階で福井県庁に県災害警戒本部、高浜原子力防災センターに県災害現地警戒本
部を設置。県災害警戒本部に67名、県災害現地警戒本部に21名が参集。

Ø 高浜町は、警戒事態が発生した段階で町の全職員を参集し、高浜町役場に町事故対策本部、高浜原子力防災セン
ターに事故連絡室を設置。PAZ圏内の住民が避難のため集合する施設として、4ヶ所の一時集合施設を開設し、各々
の施設に職員4名を派遣。

Ø 警戒事態になった場合、消防団によるPAZ圏内の避難行動要支援者への避難準備広報を行う。

Ø 警戒事態になった場合、福井県内のバス事業者等は、福井県又は高浜町の要請に備え、バスの配車準備を開始。

高浜町は、避難車両乗車要員としてバス1台につき職員1名を派遣。

福井県及び高浜町における初動対応
た か は ま ちょう
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たかはまちょう

内浦地区
うち うら

青郷地区
せいきょう

高浜地区
たか はま

（凡例）

：一時集合施設

たかはまちょう

たかはま

うちうら

各地区の一時集合施設(4ヶ所)、医療機関・社会福祉施設(5ヶ所)、
小中学校(5ヶ所)、保育所(3ヶ所)に避難用バスを配車準備

たかはまちょう

たかはまちょう

福井県原子力災害警戒本部

福井県原子力災害現地警戒本部

おとみ

旧音海小中学校

うちうら

内浦小中学校

せいきょう

青郷小学校

たかはまちょう

高浜町
事故対策本部

たかはま

高浜小学校



高浜町における住民への情報伝達

Ø PAZ圏内避難の対象となる3地区内の一時集合施設を拠点に、地区単位のｺﾐｭﾆﾃｨを活用した情報伝
達を実施。

Ø 一時集合施設へ派遣された町の職員は、防災行政無線の双方向通信機能や衛星携帯電話等によ

り高浜町事故対策本部と情報を共有。町事故対策本部は、入手した情報を防災行政無線等で伝達。

Ø 小中学校、保育所、医療機関、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者への情報伝達は高浜町事
故対策本部から実施。必要に応じ、自治会長等と協力し、情報伝達を行う。
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たか はま ちょう

たか はま ちょう

た か は ま ちょう

内浦地区
うち うら

青郷地区
せい きょう

高浜地区
たか はま

（凡例）

：一時集合施設

高浜町
事故対策本部

たかはまちょう

高浜小学校
たかはま

青郷小学校
せいきょう

内浦小中学校
うちうら

旧音海小中学校
おと み

● 防災行政無線やケーブルテレビ放送等を活
用し、住民へ情報を伝達

● 戸別に受信可能な防災行政無線を町内全
戸に設置

● 小中学校・保育所、医療機関・社会福祉施
設、在宅の避難行動要支援者への情報伝達
は、町事故対策本部が実施

防災行政無線（戸別受信機）

● 高浜町事故対策本部・一時
集合施設間の情報共有は、
防災行政無線の双方向通
信機能や衛星携帯電話等
で実施

たかはまちょう



京都府及び舞鶴市における初動対応
ま い づ る し
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施設敷地緊急事態で、ＰＡＺ圏の
２地区及びＰＡＺ圏に準じた避難
を行う４地区にそれぞれ避難誘
導班職員を各２名配置するとと
もに、消防職・団員を配置

大山地区

杉山地区

ＰＡＺ圏
松尾地区

成生地区
なり う

野原地区
の はら

田井地区
た い

おおやま

すぎやま

まつお

（凡例）

：バス乗車場所

各地区のバス乗車場所(6ヶ所)
に避難用バスを配車開始

ＰＡＺ圏に準じた避難を行う地域

Ø 京都府は、警戒事態が発生した段階で京都府庁に府災害警戒本部、府中丹広域振興局に府災害警戒支部を設
置。府災害警戒本部に32名、府災害警戒支部に43名が参集（2号配備の場合）。また、情報収集等のため、高浜
原子力防災センターに連絡員を派遣。

Ø 舞鶴市は、警戒事態になった段階で、市の全職員を参集し、舞鶴市役所に市災害警戒本部を設置。施設敷地緊

急事態で、PAZ圏（松尾地区・杉山地区）及びPAZ圏に準じた避難を行う地域 （大山地区・田井地区・成生地区

・野原地区）のバス乗車場所に避難誘導職員を各2名配置。
Ø 警戒事態になった場合、PAZ圏及びPAZ圏に準じた避難を行う地域へ市保有車両及び市内バス会社等の保有車両、

その他（関西電力等）が配備する車両の要請並びに配車を行う。
Ø 施設敷地緊急事態で、消防職・団員、市職員は各地区のバス乗車場所付近に活動拠点を設置。

まつお すぎやま おおやま なり うた い

の はら

野原バス停前駐車場
のはら

成生漁村センター前
なりう

田井バス停
水ヶ浦入口

た い

大山公民館前
おおやま

杉山集会所前
すぎやま

第一駐車場

舞鶴市災害警戒本部
まいづる

京都府原子力災害警戒支部

京都府原子力災害警戒本部

まいづる



舞鶴市における住民への情報伝達
ま い づ る し
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大山地区

杉山地区

ＰＡＺ圏
松尾地区

成生地区
なり う

野原地区
の はら 田井地区

た い

おおやま

すぎやま

まつお

舞鶴市災害対策本部
まいづる し

杉山集会所前

第一駐車場

大山公民館前

田井バス停
水ヶ浦入口

成生漁村センター前

野原バス停前駐車場

（凡例）

：バス乗車場所

なりう

た い

おおやま

すぎやま

のはら

● 各地区に派遣された舞鶴市職
員、消防職・団員は、携帯電話や
防災行政無線の双方向通信機能
等を活用して、市災害対策本部と
情報を共有

● 防災行政無線や広報車、市ホームページ、
緊急速報メール、メール配信サービス等を活
用し、住民へ情報を伝達

● 在宅の避難行動要支援者への情報伝達
は、市災害対策本部が自治会長、民生児童
委員、消防団等、地域の協力を得て実施

ＰＡＺ圏に準じた避難を行う地域

Ø PAZ圏及びPAZ圏に準じた避難を行う地域の6地区内の活動拠点を中心に、各地区において広報車、
ハンドマイク等による情報伝達を実施。

Ø 各地区に派遣された市職員、消防職・団員は、携帯電話や防災行政無線の双方向通信機能等を活

用して、舞鶴市災害対策本部と情報を共有。市災害対策本部は、入手した情報を防災行政無線や
メール配信サービス等で伝達。

Ø 在宅の避難行動要支援者への情報伝達は舞鶴市災害対策本部から実施。必要に応じ、自治会長、
民生児童委員、消防団等、地域の協力を得て実施。

まい づる し

まい づる し



学校・保育所

学校名
人数（人）

児童等 職員 合計

内浦（うちうら）小学校 １９ ８ ２７

内浦（うちうら）中学校 ７ ７ １４

青郷（せいきょう）小学校 １９５ ２６ ２２１

高浜（たかはま）小学校 ２５５ ２４ ２７９

高浜（たかはま）中学校 ３１８ ３６ ３５４

小計 ７９４ １０１ ８９５

内浦（うちうら）保育所 １４ ４ １８

青郷（せいきょう）保育所 ９２ １６ １０８

高浜（たかはま）保育所 １５９ ２９ １８８

小計 ２６５ ４９ ３１４
合 計 １，０５９ １５０ １，２０９

避難準備警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

引き渡しが出来なかった児童等と職員が共にﾊﾞｽで指定
先施設に避難。

避難先施設
※保護者への引き渡しが出来なかった児童等は、避難先で保護者に引き渡し

※児童等の人数については、平成26年5月1日現在。

高浜町のPAZ圏内の学校・保育所の児童等の避難

Ø PAZ圏内の5つの小中学校の児童・生徒（794人）及び3つの保育所の幼児（265人）は、警戒事態に
なった時点で授業・保育を中止し、保護者へ引き渡す。

Ø 施設敷地緊急事態になった時点で、保護者への引き渡しができない児童等は、職員とともに福井県

又は高浜町が確保するﾊﾞｽで避難し、避難先において保護者に引き渡す。

Ø 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。

たか はま ちょう

保護者が児童等を引き取り児童等の
引き渡し

避難の開始

避難の準備
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たか はま ちょう



Ø PAZ圏内の医療機関及び社会福祉施設（5施設213人）の全てについて、個別避難計画を策定済であり、 30km圏外
の施設において、避難先を確保。

Ø 放射線防護対策が講じられた若狭高浜病院及び若狭高浜病院付属介護老人保健施設については、入所者等の避
難に必要な体制が整うまで屋内退避を実施。

Ø 高浜ケアサポート、青葉苑、高浜つくし寮の入所者については、受入施設の準備及び移動手段の確保が完了した
時点で避難を開始。なお、避難により健康リスクが高まる者がいる場合、近傍の放射線防護対策施設に収容。

Ø 何らかの事情で、予め選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、福井県が受入先を調整。

高浜町のPAZ圏内の医療機関及び社会福祉施設の入所者への対応

＜PAZ圏内５施設の入所者等の避難の考え方＞避難元施設 避難先施設

番号 施設種別 施設名
入所定員
病床数

1 病院 若狭高浜病院 １１５

2 介護老人
保健施設

若狭高浜病院附属
介護老人保健施設

７０

番号 施設種別 施設名
入所定員
病床数

3 有料老人ホーム
高浜ケアサポート

（であいの郷）
１４

4 生活支援ハウス 青葉苑 ９

5 共同生活援助 高浜つくし寮 ５

施設種別 施設名

病院

市立敦賀病院（敦賀市）

国立病院機構
敦賀医療センター（敦賀市）

介護老人
保健施設

湯の里ナーシングホーム（敦賀市）

リバーサイド気比の杜（敦賀市）

気比の風（敦賀市）

施設種別 施設名

介護老人
福祉施設

常盤荘（敦賀市）

障害者
支援施設

敦賀市立やまびこ園（敦賀市）
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※1

※2 避難に必要な体制が整うまで自施設に屋内退避を実施し、その後あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※1 避難により健康リスクが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で近傍の放射線防護対策施設へ移動

※2

＜放射線防護対策施設＞

たかはまちょう

計 １８５人（職員数１８６人）

計 ２８人（職員数 ２９人）



Ø 高浜町では、在宅の避難行動要支援者666人全ての者について、避難先は決定済であり、要支援
者台帳を整理の上、家族、近隣住民等の協力を得て、避難時の支援者がいることを確認。

Ø 支援者の同行により避難可能な者は、支援者等の車両又はﾊﾞｽで避難先へ移動。
Ø 避難により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で、近傍の屋内退避施設へ移動。

高浜町のPAZ圏内の在宅の避難行動要支援者への対応

支援者が同行することで避難可能な者

避難により健康リスクが高まる者

若狭高浜病院、若狭高浜病院付属介護老人保健施設,
原子力研修センター等、6施設支援者の車両又は福祉車両で移動

29

わかさ たかはま わかさ たかはま

美浜町保健福祉センター
みはま ちょう

支援者の車両、県が確保した福祉車両等で移動

在宅の避難行動要支援者

たかはまちょう

たか はま ちょう

１８５人（支援者１８５人）

徒歩等 バス一時集合施設

４８１人（支援者４８１人）

計 ６６６人（支援者６６６人）

福祉避難所

屋内退避施設



高浜町において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

Ø 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約2,598人について、ﾊﾞｽ50台、福祉車
両37台。

想定対象
人数

必要車両台数※1 備考

ﾊﾞｽ※２ 福祉車両※３

(ストレッチャー仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

学校・保育所の児童等の避
難

児童等1,059人

＋職員150人
（＝1,209人）

（8箇所）

27台
(児童等1,059人

＋職員150人)

0台 0台 保護者への引き渡しによりその分
必要車両台数は減少【資料P27】

放射線防護対策が講じられ
ていない社会福祉施設の入
所者の避難※４

入所者数28人

＋職員数29人
（＝57人）
（3箇所）

1台
(入所者18人

＋職員19人)

10台
(入所者10人

＋職員10人)

0台 【資料P28】

在宅の避難行動要支援者
の避難

481人

＋支援者481人
（＝962人）

22台
(要支援者481人

＋支援者481人)

0台 0台 【資料P29】

在宅の避難行動要支援者
のうち、避難により健康リス
クが高まる者及びその支援
者を屋内退避施設に輸送

185人

＋支援者185人
（＝370人）

0台 6台
(要支援者22人

＋支援者22人)

21台
(要支援者163人

＋支援者163人)

屋内退避施設に輸送
近距離のためピストン輸送（4往復）を

想定【資料P29】

合 計 2,598人 50台 16台 21台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※3 福祉車両（ストレッチャー仕様）は1台あたり1名、福祉車両（車椅子仕様）は1台あたり2名の避難行動要支援者を搬送することを想定

30

たかはまちょう

※2 バスは１台あたり45名程度の乗車を想定

※4 放射線防護対策が講じられている若狭高浜病院、若狭高浜病院附属介護老人保健施設の入所者の輸送に必要な車両は、
バス3台［入所者56人＋職員57人］、福祉車両（ストレッチャー仕様）19台［入所者19人＋職員19人］、福祉車両（車椅子仕様）55台［入所者
110人＋職員110人］が必要。当該２施設については、７日間の屋内退避が可能（必要な食料・生活物資等については備蓄中）



高浜町における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

Ø 施設敷地緊急事態発生時には、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難のた

めに、福井県嶺南地方のﾊﾞｽ会社が保有する車両のほか、高浜町、おおい町、小浜市内の医療機
関、社会福祉施設、社会福祉協議会や関西電力が配備する車両により、必要車両台数を確保。

Ø バス会社等の運転手は交代制勤務のため、緊急時の動員方法等について調整中。

確保車両台数 備考

ﾊﾞｽ 福祉車両
(ストレッチャー仕様)

福祉車両
(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 ５０台 １６台 ２１台

（B）確保車両台数 計５０台 計１６台 計２１台

確
保
先

・高浜町、おおい町、小浜市

・医療機関、社会福祉施設、社会福
祉協議会（高浜町、おおい町、小浜市）

２台 ３台 １９台

保有車両台数
バス4台
福祉車両（ストレッチャー）10台
福祉車両（車椅子）57台

必要に応じて屋内退避施設に輸送

ﾊﾞｽ会社（福井県嶺南地方）
３９台 － －

保有車両台数
バス173台

関西電力

９台 １３台 ２台

保有車両台数
バス10台
福祉車両21台
（ストレッチャー、車椅子兼用）
福祉車両（車椅子）4台

※ 福井県原子力防災訓練（平成26年度）の実績を参考に、バス会社保有台数のうち1/4程度の出動を見込む
※２ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請 31

たかはまちょう
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Ø 舞鶴市では、在宅の避難行動要支援者33人のうち11人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者につ

いては、支援者の確保に向け調整中。また、支援者を確保できない場合においても、行政職員、自治会、消防職・
団員等の協力により避難等ができる体制を整備中。

Ø 支援者の同行により避難可能な者は、支援者等の車両又はﾊﾞｽで避難先へ移動。

Ø 避難行動要支援者の避難先については、「京都府災害時要配慮者避難支援センター」が舞鶴市と連携の上、避難
行動要支援者の態様に応じて府内の施設を調整・確保。

Ø 避難により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で、近傍の屋内退避施設へ移動。
Ø 舞鶴市のPAZ圏及びPAZ圏に準じた避難を行う地域には、学校、保育所、医療機関、社会福祉施設は存在しない。

舞鶴市のPAZ圏内の在宅の避難行動要支援者への対応
ま い づ る し

支援者の車両、福祉車両等で移動

避難により健康リスクが高まる者

支援者の車両又は福祉車両で移動
32

支援者が同行することで避難可能な者

徒歩・支援者
の車両等

ﾊﾞｽ集合場所
西総合会館

明倫小学校
めいりん

避難先施設

障害者支援施設こひつじの苑舞鶴、みずなぎ鹿

原学園、特別養護老人ホームやすらぎ苑、等6施設

まいづる か

わら

まい づる し

バス・支援者
の車両等

バス・支援者
の車両等

避難行動要支援者の避難先施設については、京都府災
害時要配慮者避難支援センターが調整

在宅の避難行動
要支援者

計 ３３人

屋内退避施設

避難時集結場所

まい づる し

福知山市内の
１２施設



舞鶴市において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

Ø 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約33人について、ﾊﾞｽ3台、福祉車両2
台。

想定対象
人数

最大必要車両台数※1 備考

ﾊﾞｽ※２ 福祉車両※３

(ストレッチャー仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

在宅の避難行動要支援者の避難
※４※５

33人
＋支援者33人

（＝66人）

3台 0台 2台 必要に応じて屋内退避施設
に輸送【資料P32】

合 計 66人 3台 0台 2台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 ﾊﾞｽは１台あたり45名程度の乗車を想定

33

ま い づ る し

※3 福祉車両（車椅子仕様）は1台あたり2名の避難行動要支援者を搬送することを想定

※4 避難により健康リスクが高まる者については、近傍の屋内退避施設に搬送
まつお すぎやま おおやま た い なり う

の は ら

※5 バスについては、PAZ圏（松尾・杉山地区）に１台、PAZ圏に準じた避難を行う地域（大山地区、田井地区、成生地区、

野原地区）に２台の配車を想定



舞鶴市における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

Ø 施設敷地緊急事態発生時には、在宅の避難行動要支援者の避難のために、舞鶴市が保有する車

両のほか、舞鶴市内のﾊﾞｽ会社等が保有する車両、舞鶴市内のタクシー事業者が保有する車両に
より、必要車両台数を確保。

Ø バス会社等の運転手は交代制勤務のため、緊急時の動員方法等について調整中。

確保車両台数 備考

ﾊﾞｽ 福祉車両
ストレッチャー

仕様

福祉車両
車椅子仕様

（A）必要車両台数 3台 0台 2台

（B）確保車両台数 計3台 0台 計2台

確
保
先

舞鶴市
0台 ― 1台 保有車両台数

バス3台
福祉車両（車椅子仕様）1台

舞鶴市内のﾊﾞｽ会社、
社会福祉施設

2台 ― 1台 バス会社等の保有車両台数
バス79台（乗合含む）
タクシー95台

社会福祉施設の保有車両台数
福祉車両(ストレッチャー仕様)34台
福祉車両(車椅子仕様)59台

関西電力 1台 0台 0台 保有車両台数
バス10台
福祉車両21台
（ストレッチャー、車椅子兼用）
福祉車両（車椅子）4台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請 34

まい づる し

まい づる し

まい づる し

まい づる し

ま いづ る し

まい づる し



避難により健康リスクが高まる避難行動要支援者に係る対応

Ø 予防的な避難を行うことによって、かえって健康ﾘｽｸが高まるような重篤者については、無理な避難
は行わず、放射線防護機能を付加した近傍の屋内退避施設へ収容。

Ø 屋内退避施設は、工事予定の施設を含め、合計13施設を整備。
Ø 屋内退避施設は、合計約900人を収容可能（工事予定の施設を除く）。
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内浦公民館
【工事予定】

高浜けいあいの里
【工事予定】

大浦会館
【工事予定】

特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑
【工事予定】

原子力研修センター
【工事予定】

障害者施設こひつじの苑舞鶴
（収容予定人数：101人）

特別養護老人ホームやすらぎ苑
（収容予定人数：120人）

※ 一部の屋内退避施設は万一集落が孤立化した場合にも活用

旧音海小中学校
（収容予定人数：150人）

おとみ

若狭高浜病院
（収容予定人数：165人）

若狭高浜病院附属介護老人保健施設
（収容予定人数：110人）

（凡例）

：京都府内の施設

：福井県内の施設 ：関西電力保有施設

みずなぎ鹿原学園
（収容予定人数：110人）

かはら

奥上林公民館（林業者等健康管理センター）
（収容予定人数：140人）

おくかんばやし

朝来小学校
【工事予定】



PAZ

UPZ

Ø 災害発生時には、各管理道路のﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し、被
害の状況等を把握

Ø 道路の被害状況を踏まえ、国、府県、高速道路会社
がそれぞれ建設業協会等と締結している協定等をも
とに、応急復旧工事を実施

福井県災害対策本部

京都府災害対策本部

＜京都府の管理道路＞

京都府災害対策本部が応急
復旧作業を実施。

＜福井県の管理道路＞

福井県災害対策本部が応急
復旧作業を実施。

＜舞鶴若狭自動車道＞
高速道路会社（NEXCO）が応急復旧作業を
実施。

＜直轄国道＞

国土交通省近畿地方整備局が
応急復旧作業を実施。

自然災害等により道路等が通行不能な場合の復旧策

36

たか はま

まい づる しちょうØ 避難開始前の段階で、避難計画で避難経路として定められている道路等が、自然災害等により使用
出来ない場合は、福井県、高浜町、京都府及び舞鶴市は、代替経路を設定するとともに、道路等の管
理者は復旧作業を実施。

Ø 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早

急に被害状況を把握し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確
保等に努める。



福井県における降雪時の避難経路の確保
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PAZ

UPZ

最重点除雪路線

国道27号、8号、161号

舞鶴若狭自動車道

県道１４９号及び２１号は最重
点除雪路線として新降雪深５ｃ
ｍを基準に除雪開始

※その他主要な県道については、
新降雪深10cmを基準に除雪開始

除雪機械（例）

除雪機器の保有台数 平成27年3月時点

国（近畿地方整備局）※福井県内の配備数 ５５台

福井県 ２３９台

関係市町 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町 ３１台

高速道路会社（NEXCO） ※２ ７０台

民間 １，４５４台

Ø 福井県は近畿地方整備局や関係機関等との協議を踏まえ、道路雪対策基本計画を定め、短期間の集中降雪に
よる局地的大雪の発生等に柔軟に対応できる体制を整備。

Ø 福井県は県内外へのアクセス路線となる高速道路ICと主要国道を結ぶ路線や原子力発電所と国道27号を結ぶ
幹線道路等を最重点除雪路線と定め、除雪を重点的に実施。

Ø 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、除雪体制の

強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行
い、冬期間の交通の確保等に努める。

※２ ＮＥＸＣＯ中日本 敦賀保全サービスセンター、福井保全サービスセンターの保

有台数。なお、舞鶴若狭自動車道の小浜ＩＣ以西はＮＥＸＣＯ西日本の管轄であり、
除雪機器についてはＰ38を参照。



京都府における降雪時の避難経路の確保
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PAZ

UPZ

京都縦貫自動車道

国道27号
舞鶴若狭自動車道

※主要な府道について、積雪深
概ね10cmを基準に除雪開始

Ø 京都府は毎年度除雪計画を定め、路線の重要性等を考慮してあらかじめ除雪路線を定め、緊急
時については当該路線毎の除雪目標に従い、除雪を実施。京都縦貫自動車道等については、京
都府道路公社が、雪氷対策要領に基づき、迅速かつ適切な雪氷作業を実施。

Ø 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、

除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。

除雪機械（例）

※２ ＮＥＸＣＯ西日本福知山高速道路事務所、京都高速道路事務所
の保有台数

除雪機器の配備台数（民間借上を含む） 平成27年3月時点

国（近畿地方整備局） ※京都府内の配備数 ２１台

京都府 ２７６台

関係市町 舞鶴市、綾部市ほか １４０台

京都府道路公社 １７台

高速道路会社（NEXCO） ※２ ５６台

(C)2015ZENRINZ05E-第175号



4．PAZ圏内の全面緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 自家用車による避難ができない住民の移動手段（ﾊﾞｽ等）を確保し、避難を開始すること。

2. 避難先施設の受入れ体制を整えること。

3. 安定ﾖｳ素剤を持っていない者（紛失等）に、緊急配布すること。

※ 本章では、舞鶴市の「PAZ圏に準じた避難を行う地域」も含めた対応を記載している。
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高浜町におけるPAZ圏内の住民の避難先

避難元 避難先施設

内浦
地区

・ 敦賀市立松陵中学校
・ 敦賀市立少年自然の家

青郷
地区

・ 敦賀市立看護大学
・ 敦賀市立粟野南小学校
・ 敦賀市立体育館
・ 敦賀市立松原小学校
・ 敦賀市立松陵中学校

高浜
地区

・ 敦賀市立中央小学校
・ 愛発公民館
・ 敦賀気比高等学校
・ 昭英高等学校
・ 敦賀市立角鹿中学校
・ 敦賀市中郷体育館
・ 福井県立敦賀工業高校

高浜オフサイトセンター
（福井県高浜オフサイトセンター）

内浦地区 741人

青郷地区 2,744人

高浜地区 4,680人
合計 8,165人

たかはま

＜避難方法＞

①自家用車

②バス等の車両による避難

③船舶、航空機等による避難

避難元 避難先

内浦
地区

三田市
・駒ヶ谷運動公園

青郷
地区

宝塚市

・県立宝塚高等学校
・市立逆瀬台小学校
・西公民館
・末広体育館
・県立宝塚西高等学校
・さらら仁川北公益施設
・市立末広小学校
・くらんど人権文化センター

高浜
地区

宝塚市

・県立宝塚北高等学校
・市立老人福祉センター
・東公民館
・市立スポーツセンター
・宝塚総合福祉センター
・県立宝塚東高等学校
・ピピアめふ公益施設

猪名川町
・猪名川スポーツセンター
・生涯学習センター
・文化体育館

兵庫県

たかはまちょう

Ø 高浜町の3地区（内浦地区、青郷地区、 高浜地区）住民の避難については、福井県内

及び県外において避難先を確保。地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、
県内避難を基本とする。

Ø 3地区における避難先については、平時から避難計画に関する住民説明会や有線テレ
ビ放送を通じて住民に周知。

せい きょううち うら たか はまたか はま ちょう
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敦賀市
つる が し

県外避難

うちうら

せいきょう

たかはま



Ø 舞鶴市の6地区（松尾地区、杉山地区、大山地区、田井地区、成生地区、野原地区）住民の避難

先については、京都府内及び府外（兵庫県）において避難先を確保。いずれかの避難先を決め
る際には、避難先の準備状況、避難先までの移動距離や時間、道路状況の他、気象庁から提
供される気象情報などを考慮する。

Ø 6地区における避難先については、自治会等の単位で、避難計画に関する住民説明会や訓練
等を通じて対象となる住民に周知。

舞鶴市におけるPAZ圏内の住民の避難先

まい づる し まつ お すぎ やま な り うおお やま た い の は ら

ま い づ る し

避難元 避難先

松尾地区

神戸市
田園スポーツ公園
他1施設

杉山地区

大山地区

田井地区

成生地区

野原地区

避難元 避難先

松尾地区
京都市東山区内施設
（元有済小学校
元新道小学校
元清水小学校
元白川（元栗田）小学校
元月輪小学校
元今熊野小学校
京都市東山青少年活動
センター
東山地域体育館
陶工高等技術専門校
京都華頂大学・同短期
大学
日吉ヶ丘高等学校
華頂女子高等学校）

杉山地区

大山地区

田井地区

成生地区

野原地区

41

兵庫県

京都市

松尾地区 23人

杉山地区 50人

大山地区 68人

田井地区 185人

成生地区 57人

野原地区 258人
合計 641人

ま つ お

すぎやま

おおやま

た い

な り う

の は ら



※人数は平成26年4月1日現在

※高浜町においては、アンケート結

果による数値。舞鶴市においては、
在宅の避難行動要支援者を除く各
地区の人口のうち9割が自家用車で
避難すると想定

PAZ圏内における自家用車で避難できない住民の数

42

地区 人数

高
浜
町

せいきょう

青郷地区
２４人

うち うら

内浦地区
１３人

たかはま

高浜地区
７４人

計 １１１人

舞
鶴
市

まつ お

松尾地区
２人

すぎやま

杉山地区
５人

おおやま

大山地区
７人

た い

田井地区
１８人

な り う

成生地区
５人

の はら

野原地区
２５人

計 ６２人

合計 １７３人

たか はま ちょう

まい づる し

たか はま ちょう

たかはま ちょう

まいづる し

まい づる し

内浦小中学校

成生地区
５人

なりう

田井地区
１８人

た い

野原地区
２５人

のはら

大山地区
７人

おおやま

杉山地区
５人

すぎやま

松尾地区
２人

まつお

旧音海小中学校
おとみ

成生漁村センター前

野原バス停前駐車場前

田井バス停（水ヶ浦地区
は水ヶ浦入口付近）

大山公民館前

第一駐車場

杉山集会所前

（凡例）

：一時集合場所・バス乗車場所

内浦地区
１３人

うちうら

青郷地区
２４人

せいきょう

青郷小学校

高浜小学校
高浜地区

７４人

なりう

のはら

おおやま

すぎやま

たかはま
たかはま

せいきょう

うちうら

た い

自家用車で避難できない住民の集合場所

Ø 高浜町によるアンケート調査の結果、高浜町の3地区における自家用車で避難できない住民は
合計111人。

Ø 舞鶴市による想定では、舞鶴市の6地区における自家用車で避難できない住民は合計62人。



PAZ圏内の観光客及び民間企業の従業員の数

＜PAZ圏内の民間企業（従業員30名以上）の状況＞

Ø PAZ圏内の観光施設における日間入場見込み人数は680人程度、民間企業（従業員30人以上）は10
社（約７４０人）存在。

【出典】平成24年経済ｾﾝｻｽ

＜PAZ圏内の観光施設の状況＞
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地区 民間企業 従業員数
（人）

青郷地区

総合工事業（2社） 90

家具・装備品製造業（2社） 75

その他の事業サービス業（1社） 220

合計 385

地区 民間企業 従業員数
（人）

高浜地区

飲食料品小売業（2社） 81

家具・装備品製造業（1社） 78

医療業（1社） 137

社会保険・社会福祉・介護事業（1社） 62

合計 358

地区名 施設 入場見込人数（人）

福井県

高浜地区 城山公園 499

内浦地区 五色山公園 94

計 ５９３人

京都府
松尾地区 松尾寺 90

計 ９０人

※ 高浜町内浦地区及び舞鶴市には該当なし

合計：１０社 ７４３人

※福井県については入場ピーク時（8月）の
入場者数を基に算定

※京都府については平成25年の年間実績
を基に算定

（従業員については、通勤に使用する自家用車、バスで避難）

[合計] ６８３人



PAZ圏内の海水浴場及び入場者の数

PAZ

44

Ø 高浜町ではPAZ圏内に海水浴場が7か所あり、平成26年度シーズンの1日あたりの最大入込客数は約
5,350人。

Ø 高浜町の海水浴客の交通手段は、対象となる海水浴場周辺の駐車場利用率によると全体の約9割が
自家用車利用で、残りの1割が貸切バス及び公共交通機関を利用。（平成26年度観光客入込調査
高浜町）

Ø 舞鶴市ではPAZ圏に準じた避難を行う地域に海水浴場が1か所あり、1日あたりの想定最大入込客数
を約750人と想定。

※ 野原海水浴場の想定最大入込客数は、同海水浴場の１日あたりの平均入場見込人数約150人 に、
高浜町の海水浴場における、一日あたりの最大入込人数と平均入込人数との比率を乗じて試算。

高浜発電所

＜舞鶴市＞
・野原海水浴場 750人

＜高浜町＞
・難波江海水浴場 500人
・えびす浜パーク 300人
・はまなすパーク 1,000人
・若宮海水浴場 400人
・城山海水浴場 1,000人
・鳥居浜海水浴場 350人
・白浜海水浴場 1,800人

合 計 5,350人



高浜町において全面緊急事態で必要となる輸送能力

Ø 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一
時滞在者、海水浴場から避難する一時滞在者、合計約1,250人分：ﾊﾞｽ27台。

Ø 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車
により帰宅）。

想定対象人数 必要車両台数 備考

自家用車での避難ができない住民 111人 3台 1台のﾊﾞｽが複数箇所をまわり乗車
1台当り45人程度の乗車を想定
【資料P42】

観光施設から避難する一時滞在者 約593人 13台 ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を想定

自家用車や観光ﾊﾞｽで来場してい
る者がいる場合は、その分必要車
両台数は減少【資料P43】

海水浴場から避難する一時滞在者 約535人
（5,350人×0.1）

11台 ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を想定
１日あたりの海水浴客約5,350人の
うち、約9割が自家用車で訪問して
いる（『平成26年度観光客入込調
査 高浜町』）ことを踏まえ、その1
割 を想定対象人数として算入。
【資料P44】

合 計 約1,239人 27台

※ 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車もしくはバス等により避難

45

たかはまちょう

※



高浜町における全面緊急事態での輸送能力の確保

Ø 全面緊急事態発生時には、福井県丹南地方のﾊﾞｽ会社が保有する車両のほか、関西電力が配備す
る車両により、必要車両台数を確保。

Ø 車両及び運転手については、福井県ﾊﾞｽ協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を確保。

確保車両台数 備考

ﾊﾞｽ

（A）必要車両台数 ２７台

（B）確保車両台数 計２７台

確
保
先

ﾊﾞｽ会社［福井県丹南地方］ ２６台 保有車両台数 バス１７８台

関西電力 １台 保有車両台数 バス１０台

※ 福井県原子力防災訓練（平成26年度）の実績を参考に、バス会社保有台数のうち1/4程度の出動を見込む
※２ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請
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たんなん

たんなん

たかはまちょう

※



舞鶴市において全面緊急事態で必要となる輸送能力

Ø 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一
時滞在者、海水浴場から避難する一時滞在者、合計約226人分：ﾊﾞｽ10台。

想定対象人数 必要車両台数 備考

自家用車での避難ができない住民 62人 6台 各地区にバス1台を配車
1台当り45人程度の乗車を想定
全住民の1割が自家用車で避難でき
ないと想定【資料P42】

観光施設から避難する一時滞在者 約90人 2台 ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を想定

自家用車や観光ﾊﾞｽで来場している
者がいる場合は、その分必要車両
台数は減少【資料P43】

海水浴場から避難する一時滞在者 約75人
（750人×0.1）

2台 ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を想定
１日あたりの海水浴客約750人のう

ち、約９割が自家用車で訪問してい
る（『平成26年度観光客入込調査
高浜町』を引用）と想定し、その１割
を想定対象人数として算入。
【資料P44】

合 計 約227人 10台

※ 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車
もしくはバス等により避難
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ま い づ る し

※



舞鶴市における全面緊急事態での輸送能力の確保

Ø 全面緊急事態発生時には、舞鶴市が保有するバスのほか、舞鶴市内のﾊﾞｽ会社が保有する車両、
関西電力が配備する車両により、必要車両台数を確保。

Ø 車両及び運転手については、京都府バス協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を確保。

確保車両台数 備考

ﾊﾞｽ

（A）必要車両台数 １０台

（B）確保車両台数 計１０台

確
保
先

舞鶴市 3台 保有車両台数
バス3台

舞鶴市内のﾊﾞｽ会社 6台 保有車両台数
バス79台（乗合含む）

タクシー95台

タクシーを用いた避難が実施できた分必
要バス台数は減少

関西電力 1台 保有車両台数 バス10台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請
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ま い づ る し

まい づる し

ま い づ る し

ま い づ る し

まい づる し



PAZ圏内3地区から避難先施設までの主な経路（内浦地区）
うちうら

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

県外避難時の経路

県内避難時の経路

内浦地区 741人
うちうら

県内避難先：敦賀市

（敦賀市立松陵中学校、

敦賀市立少年自然の家）

つる が

しょうりょう

さ ん だ し こ ま が や

県外避難先：三田市 （駒ヶ谷運動公園）

【主な経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
→敦賀ＩＣ

【主な経路②】
国道27号

【主な経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定
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PAZ圏内3地区から避難先施設までの主な経路（青郷地区）
せいきょう

50

あわのみなみ

50

たからづか し

県外避難先：宝塚市

（末広体育館、他7か所）

青郷地区
2,744人

県内避難先：敦賀市

（敦賀市立粟野南小学校、
敦賀市立看護大学、他3か所）

【主な経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→敦賀ＩＣ

つる が

あわのみなみ
せいきょう

【主な経路②】
国道27号

【主な経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。



PAZ圏内3地区から避難先施設までの主な経路（高浜地区）
たかはま
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あわのみなみ

51

県外避難先
い な が わ ちょう

猪名川町 （猪名川スポーツセンター、他2か所）
たからづか し

宝塚市 （東公民館、他6か所）

高浜地区
4,680人

県内避難先：敦賀市

（敦賀市中郷体育館、
敦賀市立中央小学校、他５か所）

たかはま

つる が

なかごう

【主な経路②】
国道27号

【主な経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→敦賀ＩＣ

【主な経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。



PAZ圏から避難先施設までの主な経路（舞鶴市６地区）
まい づる

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
国道27号⇒舞鶴西IC⇒舞鶴若狭自動車道⇒吉
川JCT⇒中国自動車道⇒神戸三田IC⇒六甲北有

料道路⇒吉尾ランプ⇒県道82号⇒県道38号

舞鶴市
641人

※拡大図
府内・府外何れに避難
する場合でも同経路
府内避難／府外避難

まいづる
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府内避難時の主な経路
国道２７号⇒舞鶴西ＩＣ⇒舞鶴若狭自動車道⇒

綾部ＪＣＴ⇒京都縦貫自動車道⇒沓掛IC

府外避難先：神戸市
（田園スポーツ公園、他1か所）

府内避難先：京都市
（元有済小学校、他１１か所）
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小倉交差点

大門七条交差点

大手町交差点

大手千日前交差点

日置交差点

薗部口交差点

舞鶴東ＩＣ付近
大飯高浜ＩＣ付近

小浜西ＩＣ付近

湯岡橋東詰交差点

PAZ

Ø PAZ圏内の住民の車両による避難を円滑に行うため、関係府県・市町等及び関係府県警察による主
要交差点等における交通整理・誘導、道路情報板等を活用した広報等の交通対策を行う。

避難を円滑に行うための対応策

小倉交差点

大門七条交差点

大手町交差点

大手千日前交差点

日置交差点

薗部口交差点

舞鶴東ＩＣ付近
大飯高浜ＩＣ付近

小浜西ＩＣ付近

湯岡橋東詰交差点

PAZ
○交通誘導対策
避難区域及び周辺の主要交差点
において交通整理を行い、迅速・
円滑な避難誘導を実施する。

○交通広報対策
日本道路交通情報ｾﾝﾀｰ(JARTIC)、
道路情報板等を活用した広報
光ビーコンを活用した交通情報
提供ｼｽﾃﾑ（AMIS）による広報

○交通規制対策
混雑発生交差点における信号機
操作、混雑ｴﾘｱでの交通整理・誘
導・規制等による円滑な交通流の
確保。
信号機の滅灯等動作不能の事態
が発生した場合は、自家発電機等
による応急復旧、警察官等による
現場交通規制により対応。

PAZ圏内における交通対策

UPZ

【福井県内の道路交通情報表示】
災害時、移動型16台を
必要箇所に設置

【福井県内の道路情報板】
表示板等に遠隔介入

（30km圏内に10箇所）

【福井県内の道路交通情報表示】
災害時、移動型16台を
必要箇所に設置

【福井県内の道路情報板】
表示板等に遠隔介入

（30km圏内に10箇所）

凡 例

道路情報板設置箇所

凡 例

道路情報板設置箇所

【京都府内の道路情報板】

表示板などに遠隔介入
（30km圏内に33箇所）

【京都府内の道路情報板】

表示板などに遠隔介入
（30km圏内に33箇所）



自然災害等により避難先が被災した場合の避難先の調整

Ø 自然災害等により、避難先施設が利用できなくなった場合に備え、福井県及び京都府では府県内に
加え、府県外においても避難先を確保。

Ø 府県外避難先において、自然災害等により事前に定めた人数の受入れができない場合、避難先府
県は、管内市町村及びカウンターパート設定において同一府県を応援することになっている府県と
調整を行い、避難元府県の意見も聴取して避難先を調整する。

Ø 上記により避難先が確保できない場合には、関西広域連合が、避難元府県その他の構成府県・連
携県と調整して受入れ先を確保する。

Ø それでも広域避難の受入れ先が確保できない場合には、関西広域連合は、国、全国知事会、相互
応援協定を締結している他ブロック等と調整を行う。
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避難元府県

広域避難の実施

カウンターパート県内での避難先調整

関西広域連合による構成府県・連携県との
受入れ先調整

国、全国知事会、相互応援協定を締結している他ブロックとの調整による避難先確保

事前に定めた
府県内避難先

事前に定めた
府県外避難先

カウンターパート
県内で調整した

避難先

関西広域連合

構成府県・連携県内
で調整した避難先

自然災害等により事前に定めた府県内避難先が利用できない場合

自然災害等により事前に定めた府県外避難先が利用できない場合

カウンターパート県内において避難先が確保できない場合

上記によっても広域避難の受入れができない場合

※滋賀県、京都府、福井県は

他府県の避難先としては想定しない

カウンターパート設定

避難元府県 主たる応援県

福井県 兵庫県

京都府
兵庫県（幹事）、徳島県
（必要に応じ、鳥取県
に協力を求める）

関西広域連合（広域防災事務）
の構成府県・連携県

構成府県 連携県

滋賀県※

京都府※

大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
徳島県

福井県※

三重県
鳥取県



半島地域が孤立した場合の対応（内浦半島、大浦半島）
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Ø PAZ圏に該当する内浦半島（福井県高浜町）や、大浦半島の一部（京都府舞鶴市）については、複合
災害の発生等により住民が孤立化した場合、放射線防護対策施設への屋内退避を実施するとともに、
関西電力が確保する船舶やヘリコプターにより海路及び空路で避難することも想定。

成生漁港

田井漁港野原漁港

＜凡例＞

：屋内退避施設（収容人数）

Ｈ ：ヘリポート適地

：港湾

旧音海小中学校（屋内退避施設）
収容予定人数（１５０人）
臨時ヘリポート候補地

大浦会館（屋内退避施設）
（工事予定）

船舶による避難

ヘリによる避難

Ｈ

うち うら たかはま おおうら まいづる し

Ｈ
大浦小学校

日引漁港

内浦小中学校

旧神野小学校

田井コミュニティセンター
グラウンド

音海漁港

内浦港

※２ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請

※１ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

竜宮浜漁港 水ヶ浦漁港

高浜発電所

Ｈ

Ｈ

うち うら おお うら

）

上瀬漁港

Ｈ

内浦公民館（屋内退避施設）
（工事予定）

Ｈ

神野浦漁港



5．UPZ圏内における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 放射性物質が放出される前には、全面緊急事態において、住民（避難行動要支援者を含
む）の屋内退避を開始する。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める
基準（OIL）に基づき、空間放射線量率が高い区域を特定し、 OIL基準に基づく防護措置を的
確に実施する。
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屋内退避

UPZ圏内の防護措置の基本的な流れ

１週間程度内に
一時移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv超過
（OIL2）と特定され
た区域

毎時500μSv超過
（OIL1）と特定され
た区域

直ちに避難

UPZ圏内における防護措置の考え方

PAZ

UPZ

PAZ圏内は
即時避難

Ø 全面緊急事態となった場合、放射線被ばくの防護措置として、UPZ圏内においては住民の屋内退避
を開始する。

Ø 放射性物質が放出され、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ばくのﾘｽｸ
が増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

Ø 原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、原子力災害対策指針で定める基準
（OIL）に基づき、空間放射線量率が高い区域を特定する。 OIL1に該当する毎時500μ㏜超過の区域

を数時間内を目途に特定し、当該特定された地域の住民は、直ちに避難等（移動が困難な者の一時
屋内退避を含む）を行う。また、 OIL2に該当する毎時20μ㏜超過の区域を１日内を目途に特定し、当
該特定された地域の住民は、1週間程度内に一時移転を行う。

Ø これらの防護措置（一時移転等）を的確に実施できる体制を整備する。

UPZ圏内の防護措置の基本的な流れ

放射性物質の放出

全面緊急事態

UPZ圏内は
屋内退避

57



県名 市町名 府県内避難先 府県外避難先

福
井
県

高浜町 敦賀市

兵庫県

三田市、猪名川町

おおい町 敦賀市 伊丹市、川西市

小浜市 鯖江市、越前市
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、姫路市、
市川町、福崎町、神河町

若狭町 越前町 丹波市、小野市、加東市

京
都
府

南方向 西方向

舞鶴市
京都市、宇治市、城陽市、
向日市

※府外避難先と同一
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、淡路市

徳島県 鳴門市、松茂町、北島町

綾部市 福知山市、亀岡市 福知山市

兵庫県

相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、佐用町

南丹市 南丹市内 南丹市内 洲本市、南あわじ市

京丹波町 京丹波町内 京丹波町内 芦屋市

福知山市 福知山市内 福知山市内 上郡町

宮津市
長岡京市、八幡市、京田辺市、
木津川市

福知山市、京丹後市、
与謝野町 明石市、加古川市、高砂市

伊根町 精華町 京丹後市 稲美町、播磨町

UPZ圏内住民の避難先

Ø 一時移転等実施の際は、国の原子力災害対策本部、福井県、京都府、関係市町が、住民の安全と
円滑な実施のため、実施に係る実務（避難先の準備、避難経路の確認、輸送手段の確保、避難退
域時検査及び簡易除染の実施体制、地域毎の一時移転等開始時期など）の調整を行った上で、一
時移転等を開始。

Ø UPZ圏内関係市町を対象とした避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。

Ø なお、緊急時モニタリングの結果や、避難経路や避難先の被災状況に基づき、府県災害対策本部
が府県域を越える避難が必要と判断した場合、避難元府県からの受入れ要請に基づき、避難計画
で示された兵庫県及び徳島県の避難先で受入れを行う。
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UPZ圏の福井県内各市町の避難先

Ø UPZ圏内にある福井県内各市町の住民の避難先は、福井県内及び県外（兵庫県）において避難先を
確保。地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を基本とする。
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PAZ

UPZ

福井県4市町 県内避難先

敦賀市他3市町

福井県4市町
県外避難先

兵庫県三田市他15市町



UPZ圏の京都府内各市町の避難先
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PAZ

UPZ

京都府7市町
南方向避難先（府内）

京都市他12市町
（同一市町内への避難を含む）

京都府6市町
西方向避難先（府内）

福知山市他4市町
（同一市町内への避難を含む）

京都府7市町
西方向避難先（府外）

兵庫県神戸市他18市町
徳島県鳴門市他2町

Ø UPZ圏内にある京都府内各市町の住民の避難先は、京都府内及び府外（兵庫県、徳島県）において
避難先を確保。

Ø 避難先を選定する際には、避難先の準備状況、避難先までの道路状況などを考慮して選定。気象
情報についても活用。



一時移転等に備えた関係者の対応（福井県）

Ø 全面緊急事態までに、福井県及び全ての関係市町は、災害対策本部を設置。
Ø 関係市町は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、対象となる各地区に職員を配置。

Ø 福井県内のバス会社は、緊急時における輸送力確保の協力協定に基づき、福井県は関係市町の要
請に備えて、バスの派遣準備を開始。
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PAZ

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

UPZ

代替オフサイトセンター
（福井県生活学習館）

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

福井県原子力災害対策本部

関西広域連合
災害対策本部

滋賀県災害対策本部

京都府災害対策本部

福井県原子力災害対策本部

たかはまちょう

高浜町災害対策本部

おおい町災害対策本部
ちょう

小浜市災害対策本部
おばま し

わかさ ちょう

若狭町災害対策本部



一時移転等に備えた関係者の対応（京都府）
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Ø 全面緊急事態までに、京都府及び全ての関係市町は、災害対策本部を設置。
Ø 関係市町は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、対象となる各地区に職員を配置。

Ø 京都府内のバス会社は、緊急時における輸送力確保の協力協定に基づき、京都府は関係市町の要
請に備えて、バスの派遣準備を開始。

伊根町災害対策本部
い ね ちょう

ふく ち やま し

福知山市災害対策本部

なんたん し

南丹市災害対策本部

PAZ

UPZ

きょうたんば ちょう

京丹波町災害対策本部

福井県原子力災害対策本部

京都府原子力災害対策本部

あや べ し

綾部市原子力災害対策本部

宮津市災害対策本部
みやづ し

舞鶴市災害対策本部
まいづる し

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

関西広域連合災害対策本部

オフサイトセンター
（福井県高浜原子力防災センター）

滋賀県災害対策本部

京都府原子力災害対策本部



一時移転等を行う際の情報伝達

Ø 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、福井県、京都府、滋賀県及び関係市町に対
し、TV会議ｼｽﾃﾑ等を用いて伝達。

Ø 福井県、京都府、滋賀県、関係市町・機関から、住民、自治会、消防団、農協、漁協、医療機関、社
会福祉施設、教育機関等へは、防災行政無線、広報車、緊急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等）、電話、FAX等のあ
らゆる情報発信手段を活用して伝達。

電話・FAX等

防災行政無線、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾃﾚﾋﾞ、
ﾗｼﾞｵ、緊急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等） 等

原子力災害対策本部
（首相官邸）
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TV会議ｼｽﾃﾑ等

関係府県・市町
災害対策本部

福井県災害対策本部
（福井県庁）

京都府災害対策本部
（京都府庁）

滋賀県災害対策本部
（滋賀県庁）

住民、自治会、

消防団、農協、
漁協、医療機関、
社会福祉施設、
教育機関 等

住民



福井県におけるUPZ圏内の医療機関・社会福祉施設の避難先

Ø 福井県では、高浜原発から半径5～30km圏にある医療機関、社会福祉施設（33施設1,477人）につい
ては、 PAZ圏内と同様、施設ごとの避難計画を作成し、避難先を確保。

Ø 半径5～30km圏にある全ての医療機関、社会福祉施設において個別の避難計画を策定済。
Ø 何らかの事情で、予め選定した避難先施設が使用できない場合には、福井県が受入先を調整。
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施設区分

避難元施設 避難先施設

施設数 入所定員※１ 受入施設数 受入可能人数

医療機関（病院・有床診療所） 6 599 8 599

社会福祉施設

介護保険施設等 15 684 48 684

障害福祉サービス事業所等 12 194 13 194

小計 27 878 61 878

合 計 33 1,477 69 1,477

※１ 医療機関については、入所定員と実入所者数に大きく隔たりがあるため、実入所者数を記載

※２ 福井県のUPZ圏内には児童養護施設なし

ＵＰＺ圏内施設と避難先



同居者・支援者

福井県のUPZ圏内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

Ø 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、防災
行政無線、緊急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等）、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援
者の屋内退避・一時移転等を実施。

Ø 連絡が通じない場合は、関係市町職員や消防団員等が、屋内退避・一時移転等の協力を実施予定。

Ø 一時移転等が必要となった在宅の避難行動要支援者は、関係市町が準備した避難先に一時移転等
を行う。なお、介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要な在宅の避難行動要支援者は福井県において関係機関と調整し
避難先を確保。

5～30Km圏内

高浜町 155（155）

おおい町 692（546）

小浜市 918（306）

若狭町 72（26）

合計 1,837（1,033）
関係市町職員
・消防団員等

連絡等

UPZ 圏内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

協力
※1 （ ）内は支援者有り
※2 平成27年3月現在 各市町において精査中
※3 支援者のいない者については、今後支援者を確

保していく。また、支援者を確保できない場合において
も、行政、自治会、消防団等の協力により屋内退避・
一時移転等ができる体制を整備中。
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在宅避難行動
要支援者

避難先 福祉避難所等

屋内退避

防災行政無線・緊急速報（エリアメール
等）・ＴＶ・ﾗｼﾞｵ等による情報提供

関係市町災害対策本部

一時移転等

移動



福井県におけるUPZ圏内の学校・保育所等の防護措置

Ø 福井県では、警戒事態発生時に、UPZ圏内に位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に学
校原子力災害対策本部等を設置する。

Ø 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済であり、全面緊急事態（屋内退避措置）となった
場合、学校原子力災害対策本部等では、あらかじめ作成するﾏﾆｭｱﾙに従って行動する。

Ø 関係市町災害対策本部や関係市町教育委員会等の指示に従い、学校等の対応（屋内退避）及び保
護者の迎え等について保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）する。

Ø 引き渡しができない児童等は、屋内退避を実施し、一時移転等の指示が出された場合は、職員とと
もに避難し、避難先において保護者に引き渡す。
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警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

国

教育機関数 児童・生徒数

保育所・
幼稚園等

23 1,548

小学校 20 2,341

中学校 6 1,340

高等学校 3 1,607

大学・
専門学校

3 434

特別支援学校 1 54

合 計 56 7,324

原子力
事業者

福井県

保護者へ引き渡し

関係市町
「地震・津波対応ﾏﾆｭｱﾙ」

によって行動開始

学校原子力災害対策本部等を設置

屋内退避の準備

屋内退避
（校舎内退避）

人員確認
保護者連絡

屋内退避
指示

連絡

UPZ 圏内の教育機関数

平成26年5月1日時点

保護者

＜教育機関＞

＜行政機関＞

引き渡しが出来なかった児童等と職員の避難

一時移転等指示



福井県におけるUPZ圏内の一般住民の防護措置

Ø 原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、空間放射線量率が毎時500μSv超過の区
域に対して数時間から1日以内に避難を、20μSv超過の区域に対して概ね1週間程度内に一時移転
を指示。

Ø 原子力災害対策本部の指示に基づき、当該区域の市町災害対策本部より、防災行政無線、緊急速
報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等）、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

Ø 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
Ø 福井県では、OIL1の場合、自家用車による避難が可能な住民は自家用車により避難。それ以外の

住民は、県が確保するバス等により避難。OIL2の場合、集団で避難することを基本に、自家用車お
よび県が確保するバス等により避難。
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関係市町災害対策本部

自家用車で移動
を行う者

一時移転等の指示＜住民＞

屋内退避

一時移転等対象者

避難先施設

自家用車で移動
を行わない者

集合場所自家用車により
移動

集合場所に集合し
バス等により移動

市町名 県内避難先 県外避難先

高浜町
2,778人※ 敦賀市

兵庫県

三田市、猪名川町

おおい町
8,677人※ 敦賀市 伊丹市、川西市

小浜市
30,763人※ 鯖江市、越前市

豊岡市、養父市、
朝来市、香美町、
新温泉町、姫路市、
市川町、福崎町、
神河町

若狭町
4,020人※ 越前町

丹波市、小野市、
加東市

＜UPZ圏内市町の避難先＞

徒歩等

バス等

※平成26年4月1日時点



UPZ圏内から避難先施設までの主な経路（高浜町）
たかはま

68
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県外避難先
【高浜地区】

い な が わ ちょう

猪名川町 （生涯学習センター、他１か所）
【和田地区】
さん だ し

三田市（駒ヶ谷運動公園、他3か所）

高浜町
たかはま

【主な経路②】
国道27号

【主な経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→敦賀ＩＣ

【主な経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定

県内避難先：敦賀市
【高浜地区】

（敦賀市中郷体育館、
敦賀市立中央小学校、他５か所）

【和田地区】
（敦賀市粟野ｽﾎﾟｰﾂセンター、他３か所）

つる が

なかごう

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。



UPZ圏内から避難先施設までの主な経路（おおい町）
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県外避難先
【大島、本郷、佐分利地区】
かわ にし し

川西市 （加茂小学校、他18か所）
【本郷、名田庄地区】
いた み し

伊丹市 （笹原小学校、他23か所）

おおい町

県内避難先：敦賀市
【大島地区】

（敦賀市立栗野中学校）
【本郷地区】

（敦賀市立栗野小学校、他7か所）
【佐分利地区】

（敦賀市立敦賀西小学校、他2か所）
【名田庄地区】

（敦賀市立東浦小中学校、他7か所）

つる が

【主な経路②】
国道27号

【主な経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→若狭美浜
ＩＣ→国道27号

【主な経路③】
府道・県道１号（小浜綾部線）→大飯高浜ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
【主な経路④】
国道162号→府道12号→国道27号→国道173号→国道171号
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。



UPZ圏内から避難先施設までの主な経路（小浜市）
お ばま
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県外避難先

【小浜、雲浜、西津、内外海、国富、宮川、今富地区】
ひめ じ し

姫路市 （姫路球場、他38か所）
【松永地区】

あさ ご し

朝来市（和田山体育センター、他4か所）
【遠敷地区】

とよ おか し

豊岡市（豊岡市総合体育館、他12か所）
【口名田地区】

いち かわ ちょう ふく さき ちょう かみ かわ ちょう かん ざき

市川町（市川町スポーツセンター体育館、他2か所）、福崎町（コミュニティセンターサルビア会館、他4か所）、神河町（町立神崎小学校、他1か所）
【中名田地区】

や ふ し

養父市（関宮農林漁業者等健康増進施設、他8か所）
【加斗地区】
しん おん せん ちょう か み ちょう

新温泉町（健康公園体育館、他1か所）、香美町（射添体育館、他3か所）

小浜市

県内避難先：越前市、鯖江市
【小浜、雲浜、西津、内外海、国富、松永、口名田地区】

（越前市立武生東小学校、
福井県立武生工業高等学校、他29か所）

【宮川、遠敷、今富、中名田、加斗地区】
（鯖江市立河和田小学校、
鯖江市立中央中学校、他12か所）

お ばま

えち ぜん

【主な経路②】
国道27号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→

武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【主な経路①】
小浜ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→
北陸自動車道→武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【主な経路③】
国道１６２号→府道１２号線→国道２７号→国道９号
→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道３０３号等を設定

さば え

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。



UPZ圏内から避難先施設までの主な経路（若狭町）
わか さ
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県外避難先
【西田地区】
たん ば し

丹波市 （氷上住民センター、他2か所）
【三宅地区】

か とう し

加東市（滝野総合公園体育館）
お の し

小野市（コミュニティセンター下東条、他1か所）
【野木地区】

お の し

小野市（伝統産業会館、他3か所）

若狭町

県内避難先：越前町
【西田地区】

（織田健康福祉センター、他２か所）
【三宅地区】

（越前町営越前体育館、 他５か所）
【野木地区】

（越前町立城崎小学校 他３か所）

わか さ

えち ぜん

【主な経路②】
国道27号→国道8号→国道305号

【主な経路①】
県道216号→舞鶴若狭自動車道→北陸自動車道→

武生IC

【主な経路③】
国道１６２号→府道１２号線→国道２７号→国道９号
→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道３０３号等を設定

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。



京都府におけるUPZ圏内の医療機関・社会福祉施設の避難先

Ø 京都府では、高浜原発から半径5～30km圏にある医療機関、社会福祉施設（78施設3,360人）につい

ては、国の原子力災害対策本部から一時移転等の指示が出た場合における受入候補施設を、京都
府災害時要配慮者避難支援センターの調整により確保。

Ø 半径5～30km圏にある全ての医療機関、社会福祉施設において個別の避難計画を策定済。

施設区分 施設数 入所者数

医療機関（病院・有床診療所） 14 1,067

社
会
福
祉
施
設

介護保険施設等 44 1,832

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ
事業所等

17 341

児童養護施設等 3 120

小 計 64 2,293

合 計 78 3,360

受入候補
施設数

受入可能
人数

32 約1,740

135 約1,640

22 約330

9 約130

166 約2,100

198 約3,840

受入先調整
（京都府災害時要配慮者
避難支援センター）

＜ 5～30km圏内 ＞ ＜ 30km圏外 ＞
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※ 社会福祉施設については同種の施設への避難が基本であるが、
医療ケアが必要な約190人については医療機関へ搬送

※2 平成27年3月31日現在
※3 京都市他府内市町に避難先を確保



京都府災害時要配慮者
避難支援センター

①：災害時要配慮者避難支援センターから受入れ先・避難元双方の医療
機関・社会福祉施設へ、災害に関する情報を提供

②：避難元医療機関・社会福祉施設からセンターへ、避難者数及び必要な
移送手段を報告

③：センターによる受入先の状況確認及びマッチングの実施

④：センターと京都府災害対策本部において調整の上、必要な輸送手段を

確保

⑤：センターと京都府災害対策本部による移送等の避難実施についての
協議・調整

⑥：センターから受入先・避難元双方の医療機関・社会福祉施設へ、避
難方針を連絡

⑦：避難の実施

京都府における医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整スキーム

Ø 京都府では、一時移転等の防護措置が必要になった場合、京都府災害対策本部内に設置される京
都府災害時要配慮者避難支援センターが受入に関する調整を実施。
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京都府災害対策本部

マッチングフロー

①

②

社会福祉施設医療機関 社会福祉施設医療機関

⑤

①

③

⑦

⑥ ⑥

④

避難元 避難先
※事態の規模、時間的な推移に応じて、早期の段階で避難等の予防的防護措置をとる場合に備えて、

ＵＰＺ圏内の医療機関・社会福祉施設を対象に避難時の対応についての具体化・充実化を行っていく。
※2 京都市他府内市町に避難先を確保



屋内退避 同居者・支援者

在宅避難行動
要支援者

京都府のUPZ圏内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

Ø 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、防災行政無線、緊
急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等）、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋内退避・一時移転等
を実施。

Ø 連絡が通じない場合は、関係市町職員、自治会、消防職・団員等が、屋内退避・一時移転等の協力を実施予定。

Ø 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった場合、
関係市町が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要な在宅の避難行動要支援者は「京都
府災害時要配慮者避難支援センター」に依頼し避難先を確保。

5～30Km圏内 5～30Km圏内

舞鶴市 6,168（2,308） 福知山市 65（65）

綾部市 223（223） 宮津市 1,500（1,400）

南丹市 483（397） 伊根町 10（10）

京丹波町 883（393） 合計 9,332（4,796）関係市町職員、
消防職・団員等

連絡等

UPZ 圏内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

協力

※1 （ ）内は支援者有り
※2 平成27年2月現在 各市町において精査中
※3 支援者のいない者については、今後支援者を確保し

ていく。また、支援者を確保できない場合においても、
関係市町職員、自治会、消防職・団員等の協力により
屋内退避・一時移転等ができる体制を整備中。

※4 京都市他府内市町に避難先を確保
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支援センターが手配した避難施設

避難先 福祉避難所等

防災行政無線・緊急速報（ｴﾘｱﾒｰ
ﾙ等）・ＴＶ・ﾗｼﾞｵ等による情報提供

関係市町災害対策本部

一時移転等

移動



京都府におけるUPZ圏内の学校・保育所等の防護措置

Ø 京都府では、警戒事態発生時に、 UPZ圏内に位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に
校長等を本部長とする「原子力災害対策本部」を設置する。

Ø 情報収集、教育委員会（市町災害対策本部）との連絡、避難、屋内退避時における教職員の役割分
担など、あらかじめ定めた計画を基本として、柔軟な対応を行う。

Ø 児童等は自宅の所在する地域の住民として避難することを原則とし、警戒事態において幼児、児童
及び生徒の帰宅または保護者への引き渡しを決定して、保護者への連絡を開始し、全面緊急事態
までに完了する。

Ø なお、引き渡しができない児童等は、屋内退避を実施し、一時移転等の指示が出された場合は職員
とともに避難し、避難先において保護者に引き渡す。
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国

教育機関数 児童・生徒数

保育所・
幼稚園等

55 3,732

小学校 37 6,053

中学校 17 3,463

高等学校 9 3,151

専修学校 2 931

特別支援学校 4 148

合 計 124 17,478

原子力
事業者

保護者へ引き渡し

関係市町・教育委員会

「学校等における原子力防災マニュアル」
によって行動開始

校（園）内に原子力災害対策本部等を設置

保護者への引き渡しを決定

屋内退避
（校舎内退避）

人員確認
保護者連絡

屋内退避
指示

連絡

UPZ 圏内の教育機関数

京都府

全面緊急事態までに引き渡しを完了

平成26年5月1日時点

屋内退避の準備

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

保護者

＜教育機関＞

＜行政機関＞

引き渡しが出来なかった児童等と職員の避難
一時移転等指示



京都府におけるUPZ圏内の一般住民の防護措置
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Ø 原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、空間放射線量率が毎時500μSv超過の区
域に対して数時間から1日以内に避難を、20μSv超過の区域に対して概ね1週間程度内に一時移転
を指示。

Ø 原子力災害対策本部の指示に基づき、当該区域の市町災害対策本部より、防災行政無線、緊急速
報（ｴﾘｱﾒｰﾙ等）、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

Ø 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
Ø 京都府では、渋滞抑制の観点から、原則バスによる移動を実施。

関係市町災害対策本部

一時移転等の指示＜住民＞

屋内退避

一時移転等対象者

避難先施設

自家用車で移動
を行わない者

集合場所 集合場所に集合し
バス等により移動

＜UPZ圏内市町の避難先＞

徒歩等

バス等

※平成26年4月1日時点

市町名 府内避難先 府外避難先

南方向 西方向

舞鶴市
86,326人

京都市、宇治市、
城陽市、向日市

※府外避難先と同一
兵庫県

神戸市、尼崎市、
西宮市、淡路市

徳島県
鳴門市、松茂町、
北島町

綾部市
9,041人

福知山市、亀岡市 福知山市

兵庫県

相生市、赤穂市、
宍粟市、たつの市、
太子町、佐用町

南丹市
4,024人

南丹市内 南丹市内 洲本市、南あわじ市

京丹波町
3,334人

京丹波町内 京丹波町内 芦屋市

福知山市
525人

福知山市内 福知山市内 上郡町

宮津市
19,654人

長岡京市、八幡市、
京田辺市、木津川市

福知山市、京丹後市、
与謝野町

明石市、加古川市、
高砂市

伊根町
1,540人

精華町 京丹後市 稲美町、播磨町



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（舞鶴市）
まい づる

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路①（神戸市、尼崎市、西宮市）
府道28号⇒舞鶴東IC⇒舞鶴若狭自動車道⇒吉川JCT⇒中国自動車道
⇒神戸三田IC⇒六甲北有料道路⇒唐櫃IC⇒六甲有料道路⇒箕谷

JCT⇒阪神32号新神戸トンネル⇒国道2号⇒県道21号

舞鶴市
まいづる
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府内避難時の主な経路
国道２７号⇒舞鶴西ＩＣ⇒舞鶴若狭自動車道⇒

綾部ＪＣＴ⇒京都縦貫自動車道⇒沓掛IC

府外避難先：
神戸市

（東灘体育館、他71か所）
あまがさき

尼崎市
（中央地区会館、他60か所）

にしのみや

西宮市
（勤労会館、他64か所）

府内避難先（南方向）：
京都市

（京都市北青少年活動センター、
他119か所）

宇治市
（伊勢田小学校、他37か所）

城陽市
（寺田南小学校、他19か所）

む こう

向日市
（市民体育館、他8か所）

府外避難先：
鳴門市

（市立大津西小学校屋内運動場、他31か所）
まつしげ

松茂町
（松茂町役場、他9か所）

北島町
（北島町総合庁舎内（公民館）、他19か所）

府外避難時の主な経路②（淡路市、鳴門市、松茂町、北島町）
府道28号⇒舞鶴東IC⇒舞鶴若狭自動車道⇒吉川JCT⇒中国自動車道⇒神戸
三田IC⇒六甲北有料道路⇒神戸北IC⇒山陽自動車道⇒神戸西IC⇒神戸淡路

鳴門自動車道⇒鳴門北IC

府外避難先：
あわ じ

淡路市
（岩屋体育センター、他5か所）

府外避難
経路①

府外避難
経路②

三段池公園

長田野体育館

、

丹波自然運動公園

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（綾部市）
あや べ

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
府道1号⇒国道27号⇒府道74号⇒綾部IC⇒舞鶴若狭自動車道⇒

吉川JCT⇒中国自動車道⇒佐用IC⇒国道373号⇒国道179号

綾部市
あや べ
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府外避難先：
あいおい

相生市
（市民体育館、他4か所）

あ こう

赤穂市
（赤穂市民総合体育館、他1か所）
し そう

穴栗市
（一宮保健福祉センター、他16か所）

たつの市
（御津体育館、他2か所）

たい し

太子町
（町民体育館、他7か所）
さ よう

佐用町
（上月体育館、他1か所）

府内避難先（南、西方向）：

福知山市
（市民体育館、他22か所）

府内避難先（南方向）：

亀岡市
（南丹高等学校、他52か所）

府内避難時の主な経路
【西方向】

府道490号⇒府道9号⇒府道55号

【南方向】
府道485号⇒府道9号⇒府道74号⇒国道27

号⇒丹波ＩＣ⇒京都縦貫自動車道⇒亀岡ＩＣ

三段池公園

丹波自然運動公園

綾部市中央公民館

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（南丹市）
なん たん

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
国道27号⇒国道9号⇒国道173号⇒国道372号⇒県道306号⇒但
南篠山口IC⇒舞鶴若狭自動車道⇒吉川JCT⇒中国自動車道⇒神
戸三田IC⇒六甲北有料道路⇒神戸北IC⇒山陽自動車道⇒三木
JCT⇒山陽自動車道⇒神戸西IC⇒神戸淡路鳴門自動車道⇒洲本IC

南丹市
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府内避難先（南、西方向） ：

南丹市内
（園部北部コミュニティセンター、他12か所)

府外避難先：
す もと

洲本市
（洲本市文化体育館、他4か所)

南あわじ市
きた あ ま

（北阿万地区公民館、他8か所）

なん たん

丹波自然運動公園

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（京丹波町）
きょうたんば

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
国道27号⇒丹波IC⇒京都縦貫自動車道⇒大山崎

JCT⇒名神高速道路⇒吹田JCT⇒西宮IC⇒国道43号

京丹波町
きょうたんば
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府外避難先：
あし や

芦屋市
（県立芦屋高等学校、他18か所）

府内避難先（南、西方向） ：

京丹波町内
（下山小学校体育館、他16か所）

丹波自然運動公園

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（福知山市）
ふく ち やま

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
府道9号⇒国道175号⇒国道9号⇒国道312号⇒
和田山IC⇒播但連絡有料道路⇒山陽姫路IC⇒

山陽自動車道⇒龍野西IC⇒県道93号⇒県道5号

福知山市
ふく ち やま
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府外避難先：
かみごおり

上郡町
（上郡町スポーツセンター）

府内避難先（南、西方向）：
福知山市内

（武道館、他1か所)

三段池公園

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（宮津市）
みや づ

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
国道１７６号⇒与謝野天橋立ＩＣ⇒宮津与謝道路
⇒綾部JCT⇒舞鶴若狭自動車道⇒吉川JCT⇒中

国自動車道⇒滝野社IC

宮津市
みや づ
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府外避難先：
明石市

（県立明石西高等学校、他46か所）
か こ がわ

加古川市
（尾上公民館、他50か所）

たか さご

高砂市
（総合運動公園、他13か所）

府内避難先（南方向）：
ながおかきょう

長岡京市
（乙訓高等学校、他18か所）

や わた

八幡市
（八幡市民体育館、他3か所）

きょう た なべ

京田辺市
（常盤苑、他１0か所）

き ず がわ

木津川市
（山城小学校、他15か所）

府内避難先（西方向）：
福知山市

（三和中学校、他19か所）

京丹後市
（弥栄社会体育館、他23か所）
よ さ の

与謝野町
（与謝小学校体育館、他12か所）

府内避難時の主な経路
【西方向】

国道178号⇒府道2号⇒国道176号

【南方向】
国道178号⇒宮津天橋立ＩＣ⇒宮津与謝道路⇒綾部ＪＣＴ

⇒舞鶴若狭自動車道⇒福知山ＩＣ⇒国道9号⇒丹波ＩＣ⇒京都

縦貫自動車道⇒大山崎ＪＣＴ⇒京滋バイパス⇒久護山ＪＣＴ
⇒京都南道路⇒八幡東ＩＣ⇒府道22号⇒京奈和自動車道⇒

山田川ＩＣ⇒国道163号

野田川わーくぱる

三段池公園

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏から避難先施設までの主な経路（伊根町）
い ね ちょう

Ø 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

府外避難時の主な経路
国道178号⇒国道482号⇒国道312号⇒国道176号⇒与謝野天橋立ＩＣ⇒宮
津与謝道路⇒綾部JCT⇒舞鶴若狭自動車道⇒吉川JCT⇒中国自動車道⇒
神戸三田IC⇒六甲北有料道路⇒神戸北IC⇒山陽自動車道⇒三木小野
IC⇒国道175号⇒県道513号

伊根町
い ね
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府内避難時の主な経路
【西方向】

国道178号

【南方向】
国道178号⇒国道482号⇒国道312号⇒国道176号⇒京都

縦貫自動車道⇒京丹波わちＩＣ⇒国道27号⇒丹波ＩＣ⇒京

都縦貫自動車道⇒大山崎ＪＣＴ⇒京滋バイパス⇒久御山Ｊ
ＣＴ⇒第二京阪道路⇒八幡ＩＣ⇒山手幹線⇒国道307号⇒
田辺西ＩＣ⇒京奈和自動車道⇒精華下狛ＩＣ⇒府道22号

府外避難先：
いな み

稲美町
（総合福祉会館、他2か所）

はり ま

播磨町
（播磨中央公民館、他4か所）

府内避難先（南方向）：
せい か

精華町
（精華町立体育館コミュニティセンター、他1か所）

府内避難先（西方向）：
京丹後市

（丹後地域公民館、他3か所）

道の駅てんきてんき丹後

【凡例】

京都府が準備する避難
退域時検査場所候補地



UPZ圏内市町の一時移転等における輸送能力の確保【福井県】

Ø UPZ圏内で一時移転等の対象となる区域は、UPZ圏内全域ではなく、その一部に留まることが想定さ
れる。今回は、福井県におけるUPZ圏内全域が一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力を
確保する。

Ø 必要となる輸送能力は、想定対象人数約2,312人、必要車両数54台に対して、福井県内バス会社の
保有車両数は882台と必要台数を確保。

Ø なお、県内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府
県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細については86頁参照）。

※1 福井県避難時間推計シミュレーションに基づく想定
※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請
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合計 高浜町 おおい町 小浜市 若狭町 備考

対象人数
（想定）

ＵＰＺ圏内人口 46,238 2,778 8,677 30,763 4,020 H26.4.1現在

バスによる一時
移転等が必要と
なる住民

2,312 139 434 1,538 201

・UPZ圏内人口×0.05
・住民の5％がバスによる
一時移転等が必要となると
想定※1

必要車両台数 54 4 10 35 5
ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を
想定

福井県内のバス会社
保有車両 882

福井県内のバス会社から必要
な輸送手段を調達

関西圏域及び隣接府県
保有台数 14,165

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達



UPZ圏内市町の一時移転等における輸送能力の確保【京都府】

Ø UPZ圏内で一時移転等の対象となる区域は、UPZ圏内全域ではなく、その一部に留まることが想定さ
れる。今回は、京都府におけるUPZ圏内全域が一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力を
確保する。

Ø 必要となる輸送能力は、想定対象人数約93,335人、必要車両数2,077台に対して、京都府内バス会社
の保有車両数は2,261台と必要台数を確保。

Ø なお、府内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府
県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細については86頁参照）。

※1 京都府避難時間推計シミュレーションに基づく想定
※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請

85

合計 舞鶴市 福知山市 綾部市 宮津市 南丹市 京丹波町 伊根町 備考

対象人数
（想定）

ＵＰＺ圏内人口 124,444 86,326 525 9,041 19,654 4,024 3,334 1,540 H26.4.1現在

バスによる一時
移転等が必要と
なる住民

93,335 64,745 394 6,781 14,741 3,018 2,501 1,155

・UPZ圏内人口×0.75
・住民の75％がバスによる
一時移転等が必要となると
想定※1

必要車両台数 2,077 1,439 9 151 328 68 56 26
ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を
想定

京都府内のバス会社
保有車両 2,261

京都府内のバス会社から必要
な輸送手段を調達

関西圏域及び隣接府県
保有台数 14,165

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達



国、関係機関による輸送能力の確保

※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）に支援を要請

福井県及び京都府内の輸送手段では不足する場合の輸送能力の確保については、
Ø 両府県内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府

県等の関係団体から輸送手段を調達
Ø 上記手段により確保した輸送手段で対応できない場合、原子力災害対策本部からの依頼に基づき、

国土交通省が関係団体、関係事業者に対し、協力を要請
により必要な輸送能力を確保する。

福井県内のﾊﾞｽ会社 保有台数（台）

50社※1 882
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京都府内のﾊﾞｽ会社 保有台数（台）

43社 2,261

府県名 保有台数

石川県 1,229

三重県 1,230

滋賀県 1,000

大阪府 4,022

兵庫県 3,917

奈良県 1,006

和歌山県 706

鳥取県 540

徳島県 515

計 14,165

各府県保有バス台数

※１ 関西電力を含む

PAZ

UPZ

PAZ

UPZ



他の地方公共団体からの応援計画

Ø 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、福井県及び京都府に対する関
係地方公共団体からの支援策として、9つの応援協定が締結されている。
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㋒原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）

【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、
石川県、福井県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、
佐賀県、鹿児島県

【応援内容】
①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

㋒全国都道府県における災害時等の広域
応援に関する協定（平成24年5月18日）

【応援内容】
①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの

㋑関西広域連合と九州地方知事会との災害時の
相互応援に関する協定（平成23年10月31日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、
鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、九州地方
知事会（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県）
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③避難施設及び住宅の提供
④緊急輸送路及び輸送手段の確保
⑤医療支援
⑥その他応援のため必要な事項

㋐北陸三県災害時等の相互応援に関する協定
（平成21年5月18日）

【対象】
富山県、石川県、福井県
【応援内容】
①被災地の情報収集並びに人員及び資機材の輸送等に係わる
ヘリコプターの派遣

②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣
並びにボランティアのあっせん

③食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機
材の提供及びあっせん

④被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な
資機材、物資等の提供及びあっせん

⑤避難、救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑥被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ゴミ、し尿処理等のための車両及び施設のあっせん
⑧医療機関による傷病者の受入
⑨その他要請のあった事項

㋐福井県・奈良県災害時等の相互応援等に関する
協定（平成26年6月11日）
【応援内容】
①救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣及び
ボランティアのあっせん

②食糧、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要な資機材の
提供及びあっせん

③被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、
物資等の提供及びあっせん

④救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びあっせん
⑤被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑥その他特に要請のあった事項
⑦平常時における、原子力防災に関する情報の提供、普及啓発、
研修の実施等

⑧原子力災害時の避難受入れにかかる関係市との調整等の協力

㋐福井県・石川県災害時等相互応援等に関する協定
（平成26年6月11日）
【応援内容】
①広域避難に係る避難者の受け入れ調整
②原子力防災活動資機材の提供
（緊急時モニタリング資機材・原子力防災活動資機材・緊急時医療
資機材）
③原子力防災関係職員の派遣
（緊急時モニタリング関係職員・緊急時医療関係職員・その他原子

力災害対策関係職員）

㋐近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定
（平成24年10月25日）
【対象】
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、徳島県、関西広域連合
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤その他特に要望のあった事項

㋐福井県・岐阜県災害時等の相互応援等
に関する協定（平成７年1０月６日）
【応援内容】
①被災地の情報収集及び人員、資機材輸送等のための
ヘリコプターの派遣
②救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員
の派遣及びボランティアのあっせん
③食糧、飲料水及び生活必需品並びにその提供に必要
な資機材の提供及びあっせん
④被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必
要な資機材、物資等の提供及びあっせん
⑤救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせ
ん
⑥被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦ごみ、し尿処理のための車両及び施設のあっせん
⑧その他特に要請のあった事項

㋐災害時等の応援に関する協定（平成19年7月26日）
【対象】
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、名古屋市
【応援内容】
①応援物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
②避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等被災県市等の境界付
近における必要な措置
③被災者等の一時収容のための施設の提供
④医療機関による傷病者の受入れ
⑤その他特に要請のあった事項

㋒関西広域連合と九都県市との災害時の相
互応援に関する協定（平成26年6月11日）
【対象】
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市、相模原市
【応援内容】
①職員の派遣
②食料、飲料水及び生活必需品の提供
③資機材の提供
④避難者及び傷病者の受入れ
⑤車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
⑥医療支援
⑦その他特に要請のあった事項

㋐ ㋑

㋒



6．放射線防護資機材、物資、
燃料備蓄・供給体制
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PAZ圏内防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄体制

Ø 福井県及び京都府はPAZ圏の関係市町のほか、 PAZ圏内の住民搬送を担うバス会社やタクシー会

社等の運転手、医療機関・教育機関・放射線防護対策施設の施設管理者等向けに個人線量計等の
放射線防護資機材の備蓄を実施中。

Ø 緊急時には、放射線防護資機材を運転手、避難誘導者に配布し、万一に備え避難搬送時に携帯。

Ø 平時にはこれらの使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。併せて、関係者向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを整
備中。
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（凡例）

：放射線防護資機材備蓄箇所

旧音海小中学校

障害者施設
こひつじの苑舞鶴

特別養護老人ホーム
やすらぎ苑

若狭高浜病院附属介護老人保健施設

若狭高浜病院

みずなぎ鹿原学園

青郷小学校

青郷保育所
高浜保育所

内浦小学校
内浦中学校

内浦保育所

高浜中学校

高浜小学校

バス・タクシー会社
運転手向けに備蓄を実施中

備蓄拠点 対象施設数
（福井県）

対象施設数
（京都府）

高浜町役場、舞鶴市役所 1 1

医療機関・社会福祉施設 3 4

小中学校・保育所 8 対象施設なし

放射線防護対策施設（※） 2 1

合 計 14 6

放射線防護対策施設
（福井県内2施設、京都府内1施設）

施設管理者、避難誘導者向けに備蓄を実施中

小中学校・保育所
（福井県内8施設）

施設管理者、避難誘導者向けに備蓄を実施中

医療機関・社会福祉施設
（福井県内3施設、京都府内4施設）

施設管理者、避難誘導者向けに備蓄を実施中

（※） 医療機関、社会福祉施設を除く

高浜町役場

舞鶴市役所

※ 赤枠は放射線防護対策施設

大浦会館
【工事予定】

高浜けいあいの里
【工事予定】

特別養護老人ホーム
グリーンプラザ博愛苑
【工事予定】

内浦公民館
【工事予定】



UPZ圏内防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄・供給体制
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放射線防護資機材備蓄拠点
（敦賀オフサイトセンター、
美浜オフサイトセンター、
京都府京都倉庫、関係市町等）

一時集結拠点
（一部の避難退域時検査場所を活用）

配布

住民搬送実施

UPZ外に
輸送事業者が
所在する場合

搬送

敦賀オフサイトセンター
（福井県敦賀原子力防災センター）

UPZ内に輸送事業者
が所在する場合

UPZ圏内
輸送事業者等

Ø UPZ圏内一時移転等において住民搬送を担う輸送事業者等には、緊急時に設置する一時集結拠点（一部の避難
退域時検査場所を活用）で原則放射線防護資機材を配布。（UPZ圏内の輸送事業者等には個別に配布）

Ø 一時集結拠点では、放射線防護資機材の使用方法や、それまでのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果等により、避難搬送による被ばく
線量が積算1mSvを十分に下回ることをあらかじめ確認。

PAZ

UPZ 美浜オフサイトセンター
（福井県美浜原子力防災センター）

京都府京都倉庫

（凡例）

：一時集結拠点：放射線防護資機材備蓄拠点



原子力事業者による放射線防護資機材等の支援体制

Ø 原子力事業者は、放射線防護資機材を各原子力事業者で支援をするため、「原子力災害発生時に
おける事業者間協力協定」の内容を充実させて再締結。

Ø 原子力災害発災後の避難・一時移転等において、放射線防護資機材等が不足する場合、原子力事
業者は、保有する資源（要員・資機材等）を最大限供給し支援する。

資機材 数量

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） 360台

全面ﾏｽｸ 1,000個

ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ 30,000着

原子力災害発生時における事業者間協力協定（平成26年10月10日）

【協定事業者】

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、
中国電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発、日本原燃

【目的】

原子力災害時における原子力事業者間協力の円滑な実施を図り、
原子力災害の拡大防止および早期復旧の一翼を担うことを目的とする。

【協力活動の範囲】
原子力災害時の周辺地域の環境放射線モニタリングおよび周辺区域の汚染検査・汚染除去
に関する事項について、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置 等

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ

主な備蓄資機材

全面ﾏｽｸ
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福井県及び京都府の関係市町における行政備蓄

避難元市町の生活物資の備蓄状況

※ 上記物資備蓄数は概数。また、上記の他に、関係市町では常備薬、炊き出し用具等、避難生活に必要な物資等を準備している。
※２ 上記の数量はH26.4.1時点
※３ 原子力事業者についても300名×4日分の食料及び生活物資を備蓄する。

Ø 緊急時に備え、関係市町及び府県では、食料及び生活物資等の備蓄を実施。万が一不足等が生じ
る事態となった場合、府県が調整を行い、それぞれの府県内の全市町村より備蓄した食料及び生活
物資等を融通する体制を整備。

Ø 放射線防護対策施設においては、900名がおよそ7日間を目安に生活できる食料及び生活物資等を
確保するため、必要な備蓄と供給体制を整備中。
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福井県関係市町 京都府関係市町

福井県
たかはまちょう

高浜町
ちょう

おおい町
わかさ ちょう

若狭町
お ばま し

小浜市 京都府
まいづる し

舞鶴市
ふく ち やま し

福知山市
あやべ し

綾部市
みやづ し

宮津市
なんたんし

南丹市
きょうたんばちょう

京丹波町
いねちょう

伊根町

食料品
（食）

23,520 1,400 2,755 3,990 9,196 148,862 9,978 6,354 3,240 4,000 6,350 9,930 1,157

飲料水
（ﾘｯﾄﾙ）

― 100,300 4,872 389 2,556 ― 2,768 1,635 4,740 432 7,800 7,560 1,116

簡易ﾄｲﾚ
（基）

96 9 ― 33 33 1,400 10 2 49 26 10 35 8

毛布
（枚）

8,600 720 576 925 1,980 12,031 3,245 6,200 2,346 3,800 780 490 300



福井県及び京都府における行政備蓄

Ø 関係市町及び避難先市町から物資支援の要請があった場合や要請を待ついとまがないと認められる状況になった
場合に備え、福井県及び京都府は、「災害時における応急生活物資等の協力に関する協定」等を民間企業等と締
結。

災害時における物資の供給等に関する協定の主な締結状況

協定の種類 内容 締結民間企業等

災害時における応急生活
物資の協力に関する協定

災害発生時における
応急生活物資の供給

福井県米穀(株)、福井県生活協同組合、福井県経済農業協同組合連合会、福井県地方卸売市場協
議会、(一財)福井市中央卸売市場協会、(株)バロー、(有)南部酒造場、(株)ﾊｲﾋﾟｰｽ、(株)若狭瓜割、福
井市、池田町、高浜町、北陸ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)、ｻﾝﾄﾘｰﾌｰｽﾞ(株)、ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ(株)北陸支社、(株)ﾛｰ
ｿﾝ、(株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

災害時等における燃料の
供給に関する協定

災害時等における燃
料の供給

福井県石油業協同組合、（一社）福井県エルピーガス協会

災害時等における緊急・
救援輸送に関する協定

災害発生時における
緊急・救援物資、人員
等輸送

（一社）福井県ﾄﾗｯｸ協会
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［福井県］

協定の種類 内容 締結民間企業等

災害時における応急生活
物資の供給協力に関す
る協定

災害時における応急対
策物資供給等

府JA中央会、府生協連､イズミヤ、イオンリテール、西友、ダイエー、大丸京都店、高島屋京都店、藤井大丸、ＪＲ伊勢
丹、NPO法人コメリ災害対策センター、㈱ローソン、㈱ファミリーマート、㈱サークルＫサンクス、コカ･コーラウエスト㈱、
ダイドードリンコ㈱西日本営業部、サントリーフーズ㈱近畿支社、京都パン協同組合、全日本パン協同組合連合会近畿
東海北陸ブロック、㈱ケーヨー、「５日で５０００枚の約束。プロジェクト」実行委員会、（一社）京都府LPガス協会

災害等緊急時における貨
物自動車輸送の応援に
関する協定

災害発生時における緊
急・救援物資等輸送

(一社)京都府トラック協会

災害時の支援活動等に
おける相互協力に関する
協定

災害時における緊急通
行車両への優先給油
及び被災者や帰宅困
難者への情報提供等

京都府石油商業組合

［京都府］



Ø 高浜町のPAZ圏内からの避難住民約8,200人の受入れ時には、福井県及び高浜町と災害時協定を締結している指

定業者等からの流通備蓄と受入先自治体による備蓄のほか、福井県、敦賀オフサイトセンター、日本赤十字社福井
支部に備蓄された物資（食料等の生活用品）等を、福井県ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、避難施設に搬送する。

Ø 福井県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、福井県から、原子力災害対策本部に対し物資調達の
要請を行う。

高浜町からのPAZ圏内避難時（県内避難）の物資備蓄・供給体制

（※）物資備蓄数は概数 94

避難先施設

内浦
地区

敦賀市立松陵中学校
敦賀市立少年自然の家

青郷
地区

内浦
地区
の一
部

敦賀市立看護大学
敦賀市立粟野南小学校
敦賀市立体育館
敦賀市立松原小学校
敦賀市立松陵中学校

高浜
地区

敦賀市立中央小学校
愛発公民館
敦賀気比高等学校
昭英高等学校
敦賀市立角鹿中学校
敦賀市中郷体育館
敦賀工業高等学校

PAZ住民避難先
（県内避難の場合）

敦賀市備蓄
・食料：22,185食
・毛布：5,773枚
・飲料水：85,902ﾘｯﾄﾙ
・トイレ：720個 等

敦賀オフサイトセンター備蓄
・食料：6,960食
・毛布：4,300枚
・大人用紙おむつ：680枚 等

日本赤十字社福井県支部備蓄
・毛布：4,238枚
・緊急セット（携帯ラジオ、懐中電灯

等）：2,851個
・安眠セット（マット・枕等）：481個 等

PAZ

UPZ

た か は ま ちょう

協定の種類 内容

福
井
県

災害時における応急生
活物資の協力に関する
協定
ほか2協定

災害発生時に
おける応急生活
物資等の供給

高
浜
町

災害時における物資供
給に関する協定

災害発生時に
おける応急生活
物資等の供給

避難元自治体による流通備蓄
・食料品、飲料水、日用品、衣料品

・その他高浜町が指定する物資

たかはまちょう たかはまちょう

たかはまちょう



高浜町からのPAZ圏内避難時（県外避難）の物資備蓄・供給体制

PAZ

UPZ

（※）物資備蓄数は概数 95

避難先施設

内浦
地区

三田市 駒ヶ谷運動公園

青郷
地区

宝塚市

県立宝塚高等学校
逆瀬台小学校
県立宝塚西高等学校
末広体育館
末広小学校
くらんど人権文化センター
さらら仁川北館公益施設
西公民館

高浜
地区

宝塚市

東公民館
県立宝塚北高等学校
フレミラ宝塚（２、３階）
市立スポーツセンター
宝塚市総合福祉センター
県立宝塚東高等学校
ピピアめふ公益施設

猪名川町
スポーツセンター
生涯学習センター
文化体育館

PAZ住民避難先（県外避難の場合）

日本赤十字社兵庫県支部備蓄
・毛布：5,358枚
・緊急セット（携帯ラジオ、懐中

電灯等）：2,735セット
・安眠セット（マット・枕等）:465個 等

た か は ま ちょう

Ø 高浜町のPAZ圏内からの避難住民約8,200人の受入れ時には、受入先自治体の支援のほか、福井県の調達した物資、日本赤
十字社兵庫県支部に備蓄された物資（毛布等の生活用品）等を、福井県ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、避難施設に搬送する。

Ø 広域避難の際の避難所の運営に必要な物資については、避難元・避難先が協力して確保をする。また、原子力事故による単
独災害時には、物資の流通網は健全なことが想定されるため、避難先の民間事業者等から食料品をはじめ生活用品等の調
達を積極的に行う。

Ø 物資が不足する場合には、福井県から、原子力災害対策本部等に対し物資調達の要請を行う。

たかはまちょう

避難所へ

日
本
赤
十
字
社
兵
庫
県
支
部
備
蓄
等

避難先における物資確保の流れ

※その他物資が不足する場合には、関西
広域連合と連携し必要物資を確保

物
資

物
資

受入市町の
支援物資

（必要に応じて）

高浜町が

協定等により
調達した物資

物
資

福井県が協定等により調達した物資

原子力災害対策本部の指示により
調達した物資

物
資

要
請

要
請

たかはまちょう



舞鶴市からのPAZ圏内避難時（府内避難）の物資備蓄・供給体制

（※）物資備蓄数は概数 96

Ø 舞鶴市のPAZ圏内からの避難住民約650人の受入れ時には、京都府及び舞鶴市と災害時協定を締結している指定

業者等からの流通備蓄と受入先自治体による備蓄のほか、京都府等に備蓄された物資（毛布等の生活用品）等を、
京都府ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、避難施設に搬送する。

Ø 京都府及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、京都府から、原子力災害対策本部に対し物資調達の要
請を行う。

PAZ UPZ

京都府京都倉庫備蓄
・食料：26,294食
・毛布：4,082枚
・子ども用おむつ：13,020枚
・簡易トイレ：668セット 等

京都市備蓄
・食料等：294,100食
・毛布：74,278枚
・飲料水：75000ﾘｯﾄﾙ
・トイレ：2,236基 等

ま い づ る し

協定の種類 内容

京
都
府

災害時における応急生活
物資の供給協力に関する
協定
ほか２協定

災害時における
応急対策物資供
給等

舞
鶴
市

災害時における物資の供
給応援に関する協定
ほか３協定

災害時における
応急生活物資等
の供給

避難元自治体による流通備蓄
・食料品、飲料水、日用品、衣料品

・その他舞鶴市が指定する物資

まいづる し

まいづるし

避難施設

京都市
東山区

元有済小学校
元新道小学校
元清水小学校
元白川（元栗田）小学校
元月輪小学校
元今熊野小学校
京都市東山青少年活動センター
東山地域体育館
陶工高等技術専門学校
京都華頂大学・同短期大学
日吉ヶ丘高等学校
華頂女子高等学校

PAZ住民避難先
(府内避難の場合)

まいづるし



（※）物資備蓄数は概数

97

避難施設

兵庫県
神戸市

田園スポーツ公園
他１施設

PAZ住民避難先
(府外避難の場合)

PAZ

UPZ

舞鶴市からのPAZ圏内避難時（府外避難）の物資備蓄・供給体制

日本赤十字社兵庫県支部備蓄
・毛布：5,358枚
・緊急セット（携帯ラジオ、懐中

電灯等）：2,735セット
・安眠セット（マット・枕等）：465個 等

Ø 舞鶴市のPAZ圏内からの避難住民約650人の受入れ時には、神戸市の支援のほか、京都府の調達した物資、日本

赤十字社兵庫県支部に備蓄された物資（毛布等の生活用品）等を、京都府ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、避難施設に
搬送する。

Ø 広域避難の際の避難所の運営に必要な物資については、避難元・避難先が協力して確保をする。また、原子力事
故による単独災害時には、物資の流通網は健全なことが想定されるため、避難先の民間事業者等から食料品をは
じめ生活用品等の調達を積極的に行う。

Ø 物資が不足する場合には、京都府から、原子力災害対策本部に対し物資調達の要請を行う。

ま い づ る し

まいづる し

避難所へ

日
本
赤
十
字
社
兵
庫
県
支
部
備
蓄
等

避難先における物資確保の流れ

※その他物資が不足する場合には、関西
広域連合と連携し必要物資を確保

物
資

物
資

受入市町の
支援物資

（必要に応じて）

舞鶴市が

協定等により
調達した物資

物
資

京都府が協定等により調達した物資

原子力災害対策本部の指示により
調達した物資

物
資

要
請

要
請

まいづるし



物資集積拠点・一時集結拠点

物資集積拠点
（福井空港、丹波自然運動公園 、三木総合防災公
園、徳島県立防災センター）
・避難・屋内退避住民に対する政府の供給食料・物
資の集積

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等による食糧・物資の集積
・ｵﾌｻｲﾄ対応で必要となる放射線防護資機材
・追加で必要となる緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ資機材及び放射
線防護資機材

・避難住民への食糧・物資の供給
・災害関係情報（道路情報、緊急時モニタリング情
報） 等

一時集結拠点
（原子力災害対策重点区域外の3拠点）
・屋内退避住民への食糧
・物資の供給
・緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ資機材及び放射線防護資機材の
供給

・地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた物資供給に関する各
種要請

・原子力災害対策重点地域への入域に必要な情報
提供等

・災害関係情報（道路情報、緊急時モニタリング情
報） 等

Ø 物資供給の迅速性を高めるため、国からの物資を集積する物資集積拠点を設定。物資集積拠点で、地域のﾆｰｽﾞ
等を踏まえて必要な食糧や物資を分別し、住民の避難先や一時集結拠点に輸送。

Ø 一時集結拠点では、物資集積拠点から搬送された物資をもとに、地域住民の状況を踏まえて物資を供給。あわせ
て、地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた物資供給に関する各種要請を行う。

Ø 物資集積拠点・一時集結拠点は、防災業務関係者への災害関係情報の提供拠点としても活用。
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物資集積拠点
（福井空港等）

避難先

避難先

避難先

避難先

PAZ

UPZ

物資集積拠点
（徳島県立防災センター）

物資集積拠点
（三木総合防災公園）

避難先

物資集積拠点
（丹波自然運動公園）

物資集積拠点
（山城総合運動公園）

一時集結拠点一時集結拠点

一時集結拠点



物資関係省庁

関係業界団体等

民間企業

関係府県災害対策本部

関係市町災害対策本部

地方公共団体
による行政備蓄 一時集結拠点等

物資集積拠点

PAZ圏内 UPZ圏内 UPZ圏外

国による物資（食料等の生活用品等）の供給体制

調達要請 回答

調達要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

調整

要請を伝達
物資調達の要請

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

調達・供給
の調整

ﾄﾗｯｸ会社・民間企業

Ø 関係府県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、関係府県及び関係市町から、原子力災害対策本部
に対し物資調達の要請を行う。

Ø 要請を受けた、または原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合等、原子力
災害対策本部は、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）に対しこの要請を伝達、または
要請し、各物資関係省庁は所管する関係業界団体等に調達要請を実施し、物資集積拠点への物資搬送を行う。
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

(福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ)

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と

判断し要請

屋内退避施設 屋内退避施設等 避難先

原子力災害対策本部

（首相官邸）



国による物資（燃料）の供給体制

Ø 関係府県及び関係市町が備蓄している燃料が不足する場合、関係府県及び関係市町から、原子力災害対策本部
に対し燃料調達の要請を行う。

Ø 要請を受けた、または原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合、原子力災
害対策本部は、経済産業省に対しこの要請を伝達、または要請し、経済産業省は所管する関係業界団体等に調
達要請を実施し、原則として製油所・油槽所から一時集結拠点等への搬送を行う。

子ミスター

経済産業省関係業界団体 等

製油所・油槽所

関係府県災害対策本部

各市町災害対策本部

PAZ圏内 UPZ圏内

UPZ圏外

供給要請 回答

供給要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

要請を伝達

燃料調達の要請

調達・供給
の調整

中核ＳＳ等

民間企業等

一時集結拠点

調整

※緊急車両の優先給油等
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

(福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ)

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と

判断し要請

屋内退避施設 屋内退避施設等

避難先

原子力災害対策本部

（首相官邸）



主な物資の種類と担当省庁、関係業界団体

物資の種類 担当省庁 主要緊急物資 主な関係業界団体等

給水

厚生労働省

飲料水 周辺自治体水道局

医薬品等
一般薬、紙おむつ、

ﾏｽｸ 等

日本OTC医薬品協会、
日本製薬団体連合会、

日本医療機器産業連合会、
日本医薬品卸売業連合会 等

食料等 農林水産省
ﾊﾟﾝ、即席めん類、
おにぎり、缶詰 等

各種食品産業関係団体 等

生活必需品

経済産業省

仮設ﾄｲﾚ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、
毛布 等

什器・備品ﾚﾝﾀﾙ協会、
日本家庭紙工業会、

日本毛布工業組合 等

燃料（石油・石油ｶﾞｽ等）
ｶﾞｿﾘﾝ、軽油 等

石油連盟、全国石油商業組合連合会、
独立行政法人石油天然ｶﾞｽ・

金属鉱物資源機構（JOGMEC） 等

貸出用機材の種類 担当省庁 主要緊急物資

通信機器 総務省
貸出用災害対策用移動通信機器

（衛星携帯電話、MCA端末、簡易無線機）を備蓄

Ø 被災者の生活の維持のために必要な物資（食料等の生活用品等）の調達・供給は、防災基本計画
第2編 各災害に共通する対策編に基づき実施。
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※物資の調達・供給に係る、関係機関等の基本的な対応については、p.99の体制に基づき実施。



7．緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制
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緊急時モニタリングの体制①

103

企画調整グループ

緊急時モニタリングの企画調整を担
い、緊急時モニタリングセンター内の
活動に対する監督を行う。

情報収集管理グループ

中央との情報共有システムを維持・管
理するとともに、緊急時モニタリング
データの一元的管理等を行う。

測定分析担当

緊急時モニタリングを実施する。

＊1  国から委託を受けた民間の機関含む

Ø 国は、施設敷地緊急事態に至った原子力施設の立地道府県に緊急時モニタリングセンター（EMC）を設置する。
Ø 緊急時モニタリングセンター（EMC）の体制について、センター長、企画調整グループ及び情報収集管理グループ

を高浜オフサイトセンターに、測定分析担当は、それぞれの府県に拠点を設置する。
Ø 大飯・高浜地方放射線モニタリング対策官事務所に2名を配置し、緊急時モニタリング体制を強化。

＊2  原子力事業者を含む



緊急時モニタリングの体制②

104

Ø 高浜発電所の周辺地域では、発電所を取り囲むように半径30km圏内（福井県内：39局、京都府内：16局）の測定
局を用いて24 時間監視を行っている。

Ø 今後測定機器を追加的に整備し、モニタリング体制の更なる充実を図る。



福井県における環境放射線モニタリング体制

Ø モニタリングポスト
・モニタリングポスト（福井県：55局（水準調査用11局を含む。）、電力事業者：60局）で、福井県域の放

射線量等を測定
・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポスト（22台）を配備

Ø モニタリングカー
・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー等を配備
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モニタリングポスト 【１１５局】
可搬型モニタリングポスト 【２２台】

ガンマ線核種分析ラボ車 【２台】
（高機能モニタリングカー）

モニタリングカー 【６台】 資機材例 【１０台】

（可搬型ダストヨウ素サンプラー）



京都府における環境放射線モニタリング体制

Ø モニタリングポスト
・モニタリングポスト（京都府：29局（水準調査用9局を含む。） 、電力事業者：2局）で、京都府域の放射

線量等を測定
・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポスト（5台）を

配備
Ø モニタリングカー

・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー等を配備
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モニタリングポスト 【３１台】

モニタリングカー 【３台】
（走行サーベイ車）

モニタリングカー 【１台】
可搬型モニタリングポスト 【５台】
（太陽光パネル＋バッテリー付）



滋賀県における環境放射線モニタリング体制

Ø モニタリングポスト
・モニタリングポスト（15局（水準調査用9局を含む。））で、滋賀県域の放射線量等を測定

・万一、モニタリングポストが使えなくなった場合に備えるとともに、モニタリングポストの設置数を補完
するため、可搬型モニタリングポスト（12台）を配備

Ø モニタリングカー
・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカーを配備
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モニタリングポスト 【１５台】 可搬型モニタリングポスト 【１２台】

モニタリングカー 【２台】
資機材例 【４台】

（可搬型ダストヨウ素サンプラー）



緊急時モニタリング実施計画

Ø 福井県、京都府、滋賀県では、緊急時モニタリング計画を策定している。

Ø 国は、施設敷地緊急事態に至った際に、緊急時モニタリング計画を参照して緊急時モニタリング実
施計画を定めるほか、事態の進展に応じた同実施計画の改定等を行う。

参照の上、策定及び改定

＜緊急時モニタリング計画＞

緊急時モニタリング実施計画（例）

【記載する項目の例】
＜実施項目＞

例）
○モニタリングの継続
○固定局モニタリングポストの測定間隔の変更
○必要に応じた可搬型モニタリングポストの設置
○モニタリングカーによる測定の実施
○ヨウ素サンプラーの設置・測定
○飲食物中の放射性核種濃度の測定 等

＜実施主体＞
例）
○緊急時モニタリングセンター（測定分析担当） 等

＜情報共有／報告の体制＞

＜注意事項＞ 等

【その他添付資料等の例】
○測定項目一覧
○地図及び観測局等の地点図 等
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福井県緊急時モニタリング計画

平成２６年８月

福 井 県

京都府緊急時モニタリング計画

平成２６年６月

京 都 府

滋賀県緊急時モニタリング計画

平成２６年３月

滋 賀 県



緊急時モニタリングに係る動員計画

Ø 防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、平成27年1月に「緊急時モニタリングに係る動員

計画」が策定された。
Ø 緊急時モニタリングの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の動員についてあらかじめ準備す

べき事項、動員の要請の手順等を定め、要員及び資機材の円滑な動員に資することを目的とする。

109109

※ 各資機材については保有数を記載。

＜概要＞

原子力災害対策指針においては、緊急時のモニタリングの実
施に当たって、国、地方公共団体及び原子力事業者は、目的を
共有し、それぞれの責任を果たしながら、連携し、必要に応じて
補い合うこと、関係指定公共機関は専門機関として国、地方公
共団体及び原子力事業者による緊急時モニタリングを支援する
こととされている。

動員計画においては、緊急時モニタリングの広域化や長期化
に備え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、
Ø 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関等（以下

「関係機関」という）から動員可能な要員及び資機材の情報
の調査方法

Ø 上述の情報の更新の方法
Ø 緊急時モニタリングセンター、原子力規制委員会・内閣府原

子力事故合同対策本部（全面緊急事態においては、原子
力災害対策本部）事務局及び関係機関の調整プロセス等

について規定。

関係機関の保有資機材数
（平成26年度調査による。福井県・京都府・滋賀県・関西電力を除く。）

可搬型モニタ
リングポスト

（台）

モニタリングカー
（台）

国 35 10

道府県 217 20

原子力事業者 44 29

関係指定
公共機関

21 5



高浜地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施

110図 高浜地域における緊急時モニタリング体制と一時移転等の実施単位

Ø 固定観測局については、そこで測定された実測値に基づいて迅速に防護措置を講ずる区域を特定できるよう、原子
力災害対策重点区域における全ての一時移転等の実施単位毎に設置されることが必要であり、既に高浜地域では
既設モニタリングポストの値に基づき一時移転等を実施する範囲を関連付けている。福井県、滋賀県では、既設モ
ニタリングポストの全てについて非常用発電機等が設置されている。また、京都府では非常用発電機等設置箇所は
11か所、未設置3か所については移設を計画しており、今後移設に合わせて非常用電源を整備予定。なお、福井県、
京都府、滋賀県ともに、既設モニタリングポストの故障等に備え、可搬型モニタリングポスト等を保有している。

１週間
程度内
に一時
移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv
超過と特定
された区域

毎時
500μSv超
過と特定さ
れた区域

１日以
内に
避難



関西電力による高浜地域の緊急時モニタリング

Ø モニタリングポスト
・モニタリングポスト等（計6台）で、周辺監視区域境界付近の放射線量等を測定

※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施
・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポストを別途配備（6台）

Ø 可搬型モニタリングポスト
・施設敷地緊急事態が発生した場合、可搬型モニタリングポストを設置して、原子炉格納施設を囲む8方位（モニタリン

グポスト等の代替用6台を含む8台）の放射線量を測定

Ø モニタリングカー
・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー（2台）を配備

Ø 可搬型放射線計測装置
・発電所及びその周辺の放射線量等を測定
Ø オフサイトの協力

・緊急時モニタリングセンターに必要な人員を派遣するほか、状況に応じて可搬型モニタリングポスト等の資機材を
活用して、オフサイトの緊急時モニタリングに協力
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モニタリングポスト【６台】 可搬型モニタリングポスト【８台】
（衛星系回線による通信機能付）

モニタリングカー【２台】

モニタ車に搭載する可搬型測定機材の例

（サーベイメータ類）

主な可搬型放射線計測装置の例

可搬式ダストサンプラ
ＺｎＳシンチレーション

サーベイメータ
β線サーベイメータ



8．原子力災害時の医療の実施体制
（安定ヨウ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
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PAZ圏内住民に対する安定ヨウ素剤の事前配布

Ø 福井県及び京都府では、PAZ圏内住民を対象に昨年より説明会を実施。今後も説明会を実施し、配
布を行う。

Ø 京都府ではPAZ圏に準じた避難を行う地域（大山地区、田井地区、成生地区、野原地区）についても、
説明会を実施し、安定ヨウ素剤の事前配布を行っている。

113

PAZ

地 区

住民数
（人）

（3歳以上の
住民を対象）

配布者数
（人）

福

井

県

うちうら

内浦
せいきょう

青郷
たかはま

高浜

7,869 6,186

京

都

府

まつお

松尾
すぎやま

杉山
67 59

おおやま たい

大山/田井
なり う のはら

成生/野原

538 447

大山地区
おおやま

成生地区
なり う

野原地区
のはら

※対象住民数
福井県：平成27年10月現在
京都府：【PAZ】平成26年12月現在

【PAZ圏に準じた避難を行う地域】平成27年8月
（田井は9月）現在

※配布者数
福井県：平成27年10月現在
京都府：【PAZ】平成27年2月現在

【PAZ圏に準じた避難を行う地域】平成27年9月現在

田井地区
た い

京都府

福井県
杉山地区
すぎやま

松尾地区
まつお

内浦地区
うちうら

高浜地区
たかはま

青郷地区
せいきょう

＜PAZ圏に準じた避難を行う地域＞



福井県における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

内浦公民館

旧音海小中学校

青郷公民館

高浜町保健福祉センター

小浜市役所

若狭町役場三方庁舎

若狭町役場上中庁舎

高浜町役場

PAZ

UPZ

はまかぜ交流センター

嶺南振興局若狭健康福祉センター

おおい町役場

おおい町役場名田庄総合事務所

※上記12箇所の他、嶺南振興局ニ州健康福祉センター（敦賀市）、丹南健康福祉センター（鯖江市）に備蓄

＜福井県における安定ヨウ素剤の備蓄場所＞
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Ø 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、福井県は計14箇所の施設に合計379,000丸
の丸剤と6,000gの粉末剤を備蓄。

Ø 緊急配布は備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場所に搬送の上、対象住民等に順次
配布・調製を実施。



京都府における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布
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京都市消防局

市立福知山市民病院

舞鶴市保健センター

綾部市立病院

宮津市保健センター

公立南丹病院

国保京丹波町病院

国民健康保険本庄診療所

Ø 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、京都府は計9箇所の施設に合計400,000丸
の丸剤と8,000gの粉末剤を備蓄。

Ø 緊急配布は備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場所に搬送の上、対象住民等に順次
配布・調製を実施予定。

PAZ

UPZ

＜京都府における安定ヨウ素剤の備蓄場所＞

舞鶴赤十字病院



大飯高浜IC

小浜IC

舞鶴東IC

舞鶴西IC

小浜西IC

福知山IC

綾部IC

若狭町上中庁舎

美浜町役場

敦賀市総合運動公園

道の駅若狭熊川宿

道の駅
てんきてんき丹後

野田川わーくぱる

三段池公園

長田野体育館

綾部市中央公民館

福井県及び京都府の避難退域時検査場所の候補地

PAZ

UPZ

116丹波自然運動公園

綾部工業団地・
交流プラザ

綾部ＰＡ
（あやべ球場）※

【凡例】

福井県が準備する候補地

京都府が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道２７号

県若狭合同庁舎

Ø 避難退域時検査は府県内及び府県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、バッ
クグラウンド値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地をあ
らかじめ準備。

Ø 高浜地域では舞鶴若狭自動車道や国道27号が両府県の主要な避難経路とされていることから、両

府県の住民が確実に避難退域時検査を受けることができるよう、避難退域時検査場所に避難先説
明要員等を配置。

加斗ＰＡ

小浜西ＩＣ

若狭鯉川海水浴場

うみんぴあ大飯

きのこの森

美山長谷運動広場

小浜市総合運動場

道の駅名田庄

三方五湖PA

※綾部ＰＡを経由
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Ø 両府県では緊急時の避難を円滑に行うため、UPZ内人口等を考慮し、あらかじめ避難元市町と各避
難退域時検査場所の紐づけを実施。ただし、緊急時における検査実施場所はOILに基づくUPZ圏内

の一時移転等対象地区の範囲や候補地のバックグラウンド値等に基づき設定することとなる。

避難退域時検査場所を通過する避難元市町

検査場所候補地 避難元市町

きのこの森
うみんぴあ大飯
道の駅名田庄
県若狭合同庁舎
若狭鯉川海水浴場
小浜市総合運動場
若狭町役場上中庁舎
道の駅若狭熊川宿
美浜町役場
敦賀市総合運動公園
加斗PA
小浜西ＩＣ
三方五湖PA
綾部PA（あやべ球場）※

美山長谷運動広場
計15箇所

高浜町
おおい町
小浜市

若狭町

検査場所候補地 避難元市町

綾部市中央公民館
綾部工業団地・交流プラザ
三段池公園
長田野体育館
丹波自然運動公園
道の駅てんきてんき丹後
野田川わーくぱる

計7箇所

舞鶴市
綾部市
南丹市

京丹波町
福知山市
宮津市
伊根町

京都府の避難退域時検査場所候補地

※京都府「原子力災害に係る広域避難要領（平成27年2月）」
に基づく

福井県の避難退域時検査場所候補地

※綾部ＰＡを経由
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避難退域時検査場所の運営体制

Ø 福井県、京都府及び原子力事業者は、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、避難退域
時検査場所において住民等の検査及び検査結果に応じて簡易除染を実施。

Ø 原子力事業者は備蓄資機材を活用し、800人程度の要員を避難退域時検査場所へ動員。

Ø 指定公共機関（放射線医学総合研究所・日本原子力研究開発機構）は国及び関係自治体からの要
請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。

検査の総括責任者

住
民
受
付
チ
ー
ム

交
通
誘
導
チ
ー
ム

避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）

総括チーム

検査チーム長

車
両
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

車
両
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

住
民
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

住
民
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

通信・連絡チーム

車
両
保
管
チ
ー
ム

そ
の
他

（連
絡
体
制
の
構
築
、
搬
送
の
た
め

の
車
両
の
待
機
等
）

※

※携行物品検査を含む
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放射線医学総合研究所による協力体制

放射線医学総合研究所（千葉市）
オフサイトセンター

(OFC)

2011.03 福島第一原子力発電所の事
故時におけるOFC（大熊町）での活動

指導・助言

相談

避難退域時
検査場所等

放射線医学
総合研究所

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支 援 車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査・測定車
ミニラボ付き、線量評価測定

Ø 指定公共機関である放射線医学総合研究所（千葉市）は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基
づき、OFC等に専門家等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検査等における指導・協力を実施。
また、本所からは、被ばく医療等の原子力災害時医療に関する相談等への指導・助言も実施。



日本原子力研究開発機構による協力体制

Ø 指定公共機関である日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修セン
ター（茨城）が窓口となり、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査
指導や緊急時モニタリング等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援
も実施。また、オフサイトセンター（OFC)や緊急時モニタリングセンター（EMC)等へ専門家を派遣。

※平成２３年東日本大震災時における
日本原子力研究開発機構の活動

資機材運搬車

移動式体表面測定車

移動式全身測定車

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修センター
（福井支所）

日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修センター（茨城）

緊急時モニタリング

放射線防護資機材
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避難退域時検査場所における活動基本フロー
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Ø 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。

Ø 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等に
ついては原子力事業者が処理。

OIL4
超過

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

避

難

住

民

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

OIL4
超過

一時保管等

乗員

車両

・住民については、汚染
拡大防止処置を行った
上で除染が可能な機関
で除染を実施。場合に
よっては、内部被ばくの
検査ができる機関へ搬
送。

・携行物品については汚
染拡大防止措置等を実
施。

避難所等へ

40,000cpm以下
避難所等へ

住民

物品

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

簡

易

除

染

住
民

検
査 OIL4

以下

簡

易

除

染 OIL4
以下

訓練風景

車

両

の

検

査

携行物品検査
40,000cpm超過



被ばく医療体制

Ø 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

初期被ばく医療

二次被ばく医療 【一次除染で十分除染できない場合等に実施】

高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センター
【広島大学等で実施】

①避難退域時検査
②ふき取り等の簡易な除染

③軽度の外傷等の治療
④健康相談 等

①ｼｬﾜｰ等を用いた除染
②ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｶｳﾝﾀ等による内部被ばく評価
③被ばく患者や傷病者の診療、応急医療措置 等

二次被ばく医療で対応できない場合は、
高度被ばく医療支援センター及び原子力
災害医療・総合支援センターへ搬送

消防防災ヘリ等による搬送

①高度専門的な線量評価
②高度な専門的除染 等

高度かつ専門的な被ばく医療等
広島大学

122※平成27年8月の原子力災害対策指針改正を踏まえ、今後計画的に体制を強化していく。



9．国の実動組織の支援体制
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高浜地域周辺の主な実動組織の所在状況

Ø 不測の事態の場合は、福井県、京都府、滋賀県及び関係市町からの要請により、実動組織（自衛
隊、警察、消防、海保庁）による各種支援を必要に応じて実施

海上自衛隊
８８

８２８８

５８１
航空自衛隊

５８－４５８１

PAZ

UPZ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
(福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ)

伊丹（いたみ）駐屯地
（陸上自衛隊中部方面総監部等）

舞鶴海上保安部

舞鶴警察署

福井県警察本部

小浜（おばま）警察署

若狭（わかさ）消防組合

小浜（おばま）海上保安署

舞鶴市消防本部

敦賀美方（つるがみかた）消防組合

福知山市消防本部

綾部市消防本部

京都中部広域消防組合

宮津与謝（みやづよざ）消防組合

綾部警察署

宮津（みやづ）警察署

滋賀県警察本部

※高浜地域関係府県、関係市町の地域防災計画を元に策定

南丹（なんたん）警察署

福知山警察署

千僧（せんぞう）駐屯地
（陸上自衛隊第３師団司令部等）

今津駐屯地
（陸上自衛隊第３戦車大隊等）

京都府警察本部

高島市消防本部

宮津海上保安署

饗庭野分屯基地
（航空自衛隊第１２高射隊）

高島警察署

敦賀海上保安部

福井海上保安署

敦賀（つるが）警察署

舞鶴地区
（海上自衛隊舞鶴地方総監部等）

小松（こまつ）基地
（航空自衛隊第６航空団等）

金沢駐屯地
（陸上自衛隊第１４普通科連隊等）

大久保駐屯地
（陸上自衛隊第４施設団等）

福知山駐屯地
（陸上自衛隊第７普通科連隊等）

守山駐屯地
（陸上自衛隊第１０師団司令部等）

第八管区海上保安本部
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実動組織の広域支援体制

UPZ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（福井県高浜原子力防災ｾﾝﾀｰ）

災害派遣・原子
力災害派遣
全国の陸・海・空の
自衛隊による支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警
察による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防
が所属する都道府
県単位による支援

巡視船艇・航空
機の派遣
全国の管区海上保
安本部による支援

全国の実動組織による支援

Ø 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、関係府県、関係市町からの各種要請を踏まえ、
政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

Ø 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害
対策本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組
織（自衛隊、警察、消防、海保庁）による支援を実施。

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示
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現地における
各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）



施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

Ø 施設敷地緊急事態の時点で施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、地方公共団
体で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、ｵﾌｻｲ
ﾄｾﾝﾀｰ実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から体制立ち
上げ）。施設敷地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。
※ ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ERC実動対処班が連絡・調整を実施

→ 不測の事態における福井県、京都府、滋賀県、関係市町からの各種支援の要請に対し、実動組織
（自衛隊、警察、消防、海保庁）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築

福井県

在宅の避難行
動要支援者

安定ﾖｳ素剤
服用困難者

小・中学校
（5校）

保育所
（3施設）

医療機関
（1施設）

社会福祉施設
（4施設）

PAZ圏内施設敷地緊急事態
要支援者※1

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
実動対処班

（原子力規制庁、福井県、京都府、
自衛隊、県警察、消防、海保庁）

＜自衛隊＞

陸上自衛隊中部方面総監部
海上自衛隊舞鶴地方総監部
航空自衛隊航空総隊司令部

等

＜警察＞
福井県警察
京都府警察
滋賀県警察
中部管区警察局

等

＜消防＞
若狭消防組合
舞鶴市消防本部
その他関係市町管轄消防機関

＜海保庁＞
敦賀海上保安部
舞鶴海上保安部
第八管区海上保安本部

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

現地事故対策
連絡会議※2

ERC
実動対処班

連携

調整

TV会議等を

活用し随時
情報共有

京都府

ERC:原子力規制庁緊急時
対応ｾﾝﾀｰ
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関係市町滋賀県

※1 全面緊急事態においては、PAZ圏内の一般住民、OILによる防護措置実施時にはUPZ圏内のうち対象地域の住民等を対象
※2 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有



自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応

Ø 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、関係府県及び関係
市町からの要請により、実動組織（自衛隊、警察、消防、海保庁）による各種支援を必要に応じて実施
（放射性物質の放出量が少ないｹｰｽについては、無理な避難を行わず、自宅等への屋内退避も活用）。

PAZ

舞鶴西港

船舶による
避難

＜凡例＞

：道路情報板設置箇所

：ヘリポート適地

：港湾

自治体等と連携の上、通
行不能となった道路への
他の車両の流入防止
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まいづるにし

避難先又は陸路で避難可能な
場所までﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより避難



自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

ü現地派遣要員の輸送車両の先導
ü避難住民の誘導・交通規制
ü避難指示の伝達
ü避難指示区域への立ち入り制限等

警察組織

ü避難行動要支援者の搬送の支援
ü傷病者の搬送
ü避難指示の伝達

消防組織

ü巡視船艇による住民避難の支援
ü緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
ü漁船等への避難指示の伝達
ü海上における警戒活動

海上保安庁

ü緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
ü被害状況の把握
ü避難の援助
ü人員及び物資の緊急輸送
ü緊急時のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ及び除染
ü人命救助のための通行不能道路の啓開作業

防衛省

Ø 福井県、京都府、滋賀県と関係市町との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。
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